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平成 27 年４月２日に、参照書類となる臨時報告書を関東財務局長に提出したことに伴い、

発行登録追補目論見書における記載内容（「第三部 第１ 参照書類」における記載事

項）の一部について、以下のとおり訂正致します。なお、訂正箇所については、下線を付

しております。 

 

第三部 参照情報  

第１ 参照書類  

 

＜訂正前＞ 

＜前略＞ 

３【臨時報告書】 

該当事項なし。 

＜後略＞ 

 

＜訂正後＞ 

＜前略＞ 

３【臨時報告書】 

１の有価証券報告書提出後、本訂正発行登録書提出日（平成 27 年４月２日）までに、

臨時報告書（金融商品取引法第 24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣

府令第 19条第２項第９号の４に基づくもの）を平成 27 年４月２日に関東財務局長に

提出 

＜後略＞ 
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本社債はインドネシア・ルピア建てであり、元利金はインドネシア・ルピア額を該当する為替レ

ートにより換算した円貨額により支払われます。そのため、本社債の価値は、インドネシア・ル

ピアの金利や日本円とインドネシア・ルピア間の為替レート（又は日本円と米ドル間及び米ドル

とインドネシア・ルピア間の為替レート）の変動を受けて、変動することがあります。また、本

社債の元利金の支払金額は、日本円とインドネシア・ルピア間の為替レート（又は日本円と米ド

ル間及び米ドルとインドネシア・ルピア間の為替レート）の変動により影響を受けます。 
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【今回の売出金額】 22,000,000,000 インドネシア・ルピア 

（円貨相当額 202,400,000 円） 

(株式会社三菱東京 UFJ 銀行が発表した 2015 年３月 17

日現在の東京外国為替市場における対顧客電信直物売

買相場の仲値 100 インドネシア・ルピア＝0.92 円の換

算レートで換算している。) 

  



【発行登録書の内容】 

提出日 平成26年４月28日 

効力発生日 平成26年５月８日 

有効期限 平成28年５月７日 

発行登録番号 26-外17 

発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円 
 

 

【これまでの売出実績】 

（発行予定額を記載した場合） 

番  号 提出年月日 売出金額 
減額による 

訂正年月日 
減額金額 

26-外 17-１ 平成 26 年５月８日 397,440,000 円 該当なし 

26-外 17-２ 平成 26 年５月８日 243,810,000 円 該当なし 

26-外 17-３ 平成 26 年５月８日 198,360,000 円 該当なし 

26-外 17-４ 平成 26 年５月 23 日 185,445,000 円 該当なし 

26-外 17-５ 平成 26 年５月 30 日 490,325,000 円 該当なし 

26-外 17-６ 平成 26 年５月 30 日 377,364,000 円 該当なし 

26-外 17-７ 平成 26 年５月 30 日 195,500,000 円 該当なし 

26-外 17-８ 平成 26 年６月 30 日 200,100,000 円 該当なし 

26-外 17-９ 平成 26 年６月 30 日 303,282,000 円 該当なし 

26-外 17-10 平成 26 年６月 30 日 304,115,000 円 該当なし 

26-外 17-11 平成 26 年７月１日 463,579,200 円 該当なし 

26-外 17-12 平成 26 年７月３日 492,800,000 円 該当なし 

26-外 17-13 平成 26 年７月 14 日 249,700,000 円 該当なし 

26-外 17-14 平成 26 年７月 15 日 390,440,000 円 該当なし 

26-外 17-15 平成 26 年８月 29 日 540,270,000 円 該当なし 

26-外 17-16 平成 26 年９月 16 日 401,540,000 円 該当なし 

26-外 17-17 平成 26 年９月 22 日 470,690,000 円 該当なし 

26-外 17-18 平成 26 年９月 30 日 414,440,000 円 該当なし 

26-外 17-19 平成 26 年９月 30 日 210,930,000 円 該当なし 

26-外 17-20 平成 26 年 10 月 10 日 208,058,000 円 該当なし 



26-外 17-21 平成 26 年 10 月 10 日 318,494,000 円 該当なし 

26-外 17-22 平成 26 年 10 月 20 日 500,331,000 円 該当なし 

26-外 17-23 平成 26 年 10 月 21 日 1,027,180,000 円 該当なし 

26-外 17-24 平成 26 年 10 月 24 日 208,845,000 円 該当なし 

26-外 17-25 平成 26 年 10 月 31 日 230,400,000 円 該当なし 

26-外 17-26 平成 26 年 11 月 14 日 542,396,000 円 該当なし 

26-外 17-27 平成 26 年 11 月 25 日 229,200,000 円 該当なし 

26-外 17-28 平成 26 年 12 月２日 471,132,000 円 該当なし 

26-外 17-29 平成 26 年 12 月 26 日 213,400,000 円 該当なし 

26-外 17-30 平成 27 年１月 30 日 193,320,000 円 該当なし 

実 績 合 計 額 10,672,886,200 円 減額総額 ０円 

 

 

【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額）  489,327,113,800 円 

（発行残高の上限を記載した場合） 

番  号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額
減額による 

訂正年月日 
減額金額 

該当なし 

実 績 合 計 額 該当なし 償還総額 該当なし 減額総額 該当なし 
 

【残高】 該当なし 

【安定操作に関する事項】 該当なし 

【縦覧に供する場所】 該当なし 

 

(注)  当行は、本書において、課税、法令及び規制についていかなる助言もするものではない。 
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第一部【証券情報】 

 

第１【募集要項】 

 
 該当事項なし。 

 

第２【売出要項】 

 
１【売出有価証券】 

【売出社債（短期社債を除く。）】 

銘 柄 エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー 

2018年10月24日満期 インドネシア・ルピア建社債（円貨決済型）

（以下「本社債」という。）（注１） 

売出券面額の総額又は売出

振替社債の総額 

22,000,000,000インドネシア・ルピア（注２） 

売出価額の総額 22,000,000,000インドネシア・ルピア 

売出しに係る社債の所有者

の住所及び氏名又は名称 

株式会社SBI証券（以下「売出人」という。） 

東京都港区六本木１丁目６番１号 

記名・無記名の別 無記名式 

各社債の金額 10,000,000インドネシア・ルピア（以下「額面金額」という。） 

利 率 年6.30％（注３） 

償還期限 2018年10月24日（注４） 

摘  要 (1) 本社債につき、個別の格付は取得していない。 

(2) 本社債のその他の主要な事項については、下記「売出社債

のその他の主要な事項」を参照のこと。 

（注１） 本社債は、発行会社の社債及びワラント発行プログラム（以下「プログラム」という。）に基づき、2015

年４月23日（以下「発行日」という。）に、発行会社により発行され、かつ、2014年６月18日付約束証書

（以下「約束証書」という。）により構成され、その利益を享受する。本社債に適用ある条項は、2014年

６月18日付募集目論見書（その後に発行された補足目論見書を含み、以下「募集目論見書」という。）及

び2015年４月22日付（予定）本社債に係る補足条件書（以下「補足条件書」という。）に記載されてい

る。本社債は、いかなる取引所にも上場されない予定である。 

（注２） 本社債は、ユーロ市場で発行され、日本で売り出される。本社債のユーロ市場における発行券面総額は

22,000,000,000インドネシア・ルピアの予定である。本書において、インドネシア・ルピアは、インドネ

シア共和国の法定通貨であるインドネシア・ルピアをいう。 

（注３） 本社債の付利は2015年４月24日より開始する。 

（注４） 本社債は、下記「売出社債のその他の主要な事項 ２.償還及び買入れ （2）税制上の理由による期限前

償還」、同「（5）違法」及び同「（6）為替障害事由」並びに「売出社債のその他の主要な事項 ６．債務

不履行事由」に記載するとおり、償還期限前に償還される可能性がある。 
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２【売出しの条件】 

売出価格 額面金額の100％ 

申込期間 2015年３月24日から2015年４月23日まで 

申込単位 10,000,000インドネシア・ルピア 

申込証拠金 なし 

申込受付場所 売出人の日本における本店、各支店及び各営業部店（注１） 

売出しの委託を受けた者の

住所、氏名又は名称 

該当事項なし 

売出しの委託契約の内容 該当事項なし 

摘  要 受渡しは2015年４月24日に行う。 

（注１） 本社債の申込み、購入及び払込みは、各申込人と売出人との間に適用される外国証券取引口座約款に従って

なされる。各申込人は売出人からあらかじめ同約款の交付を受け、同約款に基づき外国証券取引口座の設定

を申し込む旨記載した申込書を売出人に提出しなければならない。 

（注２） 本社債は、1933年米国証券法（その後の改正を含み、以下「米国証券法」という。）、米国のいずれかの州の

証券法又はその他の法域の証券法に基づき登録されておらず、今後登録される予定もない。また、そのよう

に登録される場合を除き、米国内において、又は米国人に対し、米国人の計算で、若しくは米国人のため

に、本社債の勧誘又は売り付けを行ってはならない。ただし、レギュレーションSに依拠する国外取引で非

米国人に対する場合又は米国証券法の登録義務の免除若しくは当該登録義務に服さない取引に従う場合で、

かつ、その他の適用ある証券法を遵守する場合はこの限りではない。本項において使用される用語は、米国

証券法に基づくレギュレーションSにより定義された意味を有する。 

（注３） 本社債は、米国税法のTEFRA Dに従う。米国の税務規則により認められた場合を除き、米国若しくはその属

領内において、又は、米国人（United States Person）に対して、本社債の募集、売出し又は交付を行って

はならない。本項において使用される用語は、1986米国内国歳入法（その後の改正を含む。）（以下、「歳入

法」という。）及びそれに基づくレギュレーションにおいて定義された意味を有する。 

 

売出社債のその他の主要な事項 

１． 利 息 

(1) 各本社債の利息は、インドネシア・ルピアによる額面金額に対して年 6.30％の利率で、利息起

算日である 2015 年４月 24 日（同日を含む。）から 2018 年 10 月 24 日（以下「満期償還日」とい

う。）又は（適用ある場合）期限前償還される日（いずれも同日を含まない。）までこれを付す。

利息の支払いは、2015 年 10 月 24 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日

（いずれも同日を含む。）まで、毎年４月 24 日及び 10 月 24 日（以下、それぞれ「利払日」とい

う。）に、下記「３. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日

（いずれも同日を含む。）から当該利払日（同日を含まない。）までの利息期間の利息として、額

面金額 10,000,000 インドネシア・ルピアの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期

間について 315,000 インドネシア・ルピアであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発

生した金額である。ただし、利息の支払いは、以下のとおり、該当する為替参照レート決定日

（下記に定義される。）における為替参照レート（下記に定義される。）に基づき、計算代理人

（下記に定義される。）により換算される円貨額（ただし、１円未満は四捨五入されるものとす

る。）で、円貨によってなされる。 
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各利払日の利払円貨額 ＝ 315,000 インドネシア・ルピア × 該当する為替参照レート（期限

前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額） 

 

利払日が営業日（下記に定義される。）に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする（た

だし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。）。なお、かかる利

払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない。 

 

「営業日」とは、ロンドン、東京、ニューヨーク、ジャカルタ及びシンガポールにおいて商業

銀行及び外国為替市場が一般に支払決済を行っている日(土曜日及び日曜日を除く。)をいう。 

 

「為替参照レート」とは、計算代理人によって計算される円/米ドル為替レート（下記に定義

される。）をインドネシア・ルピア/米ドル為替レート（下記に定義される。）で除した円/インド

ネシア・ルピア為替レート（ただし、小数点以下第六位を四捨五入する。）を意味し、１インド

ネシア・ルピア当たりの円の数値で表される。また、上記の方法により円/インドネシア・ルピ

ア為替レートが利用できない場合には、計算代理人はその単独のかつ完全な裁量により、誠実か

つ商業的に合理的な方法により、為替参照レート決定日の為替参照レートを決定する。 

 

「為替参照レート決定日」とは、該当する利払日、満期償還日又はその他該当する支払いの期

限が到来した日の５為替参照レート営業日（下記に定義される。）前の日をいう。 

 

「為替参照レート営業日」とは、ロンドン、東京、ニューヨーク、ジャカルタ及びシンガポー

ルにおいて、商業銀行が一般の事業のために開いており、また外国為替取引を行っている日(土

曜日及び日曜日は除く。)をいう。 

 

「円/米ドル為替レート」とは、該当する為替参照レート決定日の東京時間正午頃に、該当す

る為替参照レート決定ページ（下記に定義される。）である“JPNU”において公表される円/米ド

ル外国為替相場の仲値を意味し、計算代理人によって確認され、１米ドル当たりの円の数値で表

される。 

 

「為替参照レート決定ページ」とは、円/米ドル為替レートについてはトムソン・ロイターの

スクリーン“JPNU”ページをいい、インドネシア・ルピア/米ドル為替レートについては、トム

ソン・ロイターのスクリーン“JISDOR”ページをいう。また、その時々においてそれぞれのペー

ジ又はサービスを代替する他のページも含む。代替となるページが存在しない場合、計算代理人

は外国為替市場のスポット・レートに基づいて該当する為替参照レートを決定する。 

 

「インドネシア・ルピア/米ドル為替レート」とは、該当する為替参照レート決定日のジャカ

ルタ時間午前 10 時頃に、該当する為替参照レート決定ページである“JISDOR”において公表さ

れるインドネシア・ルピア/米ドル為替参照レートを意味し、計算代理人によって確認され、１

米ドル当たりのインドネシア・ルピアの数値で表される。 

 

(2) 本社債は、その償還の日以降は利息を付さない。ただし、適法な呈示がなされたにもかかわら

ず、満期償還額（下記「２. 償還及び買入れ、(1) 満期における償還」に定義される。）、期限前

償還金額（下記「２. 償還及び買入れ、(2) 税制上の理由による期限前償還」に定義される。）、
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又はその他の償還金額の支払いが不当に留保又は拒絶された場合は、各本社債に対し、（ⅰ）当

該本社債に関してその日までに支払期日が到来している全額が当該本社債の所持人（以下「本社

債権者」という。）により若しくは本社債権者のために受領された日、又は（ⅱ）計算代理人

（下記に定義される。）が本社債権者に対して、計算代理人が本社債に関して通知した日から７

日目の日までに支払期日が到来する全額を受領したことを通知した日から７日後の日（ただし、

その後の支払いに不履行があった場合を除く。不履行があった場合には、本社債に対し継続して

利息が付される。）のいずれか早い方の日まで（判断の前だけでなくその後も含めて）、本「１. 

利息」の記載に従って、継続して利息が付される。 

 

「計算代理人」とは、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーをいう。 

 

各本社債につき支払われる利息の金額は、各本社債の額面金額に、該当する期間に応じて上記

に記載の利率を乗じて得られた金額に、下記の算式に基づき当該期間（以下「計算期間」とい

う。）の日数を 360 で除して得られた商を乗じることにより計算される。ただし、上記のとおり、

利息の支払いは、該当する為替参照レートにより換算される円貨額（ただし、１円未満は四捨五

入されるものとする。）で、円貨によってなされる。 

 

日数計算 ＝ 
[360 × (Y2 － Y1)] ＋ [30 × (M2 － M1)] ＋ (D2 － D1) 

360 

上記の算式において、 

「Y1」とは、計算期間の初日が属する年を数字で表したものをいう。 

「Y2」とは、計算期間に含まれる末日の翌日が属する年を数字で表したものをいう。 

「M1」とは、計算期間の初日が属する暦月を数字で表したものをいう。 

「M2」とは、計算期間に含まれる末日の翌日が属する暦月を数字で表したものをいう。 

「D1」とは、計算期間の初日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、かかる数字が

31 の場合、D1 は 30 になる。 

「D2」とは、計算期間に含まれる末日の翌日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、

かかる数字が 31 であり、D1 が 29 より大きい数字の場合、D2 は 30 になる。 

ただし、計算期間の日数は、計算期間の初日（当日を含む。）から計算期間の末日（当日を含

まない。）までを計算する。 

２. 償還及び買入れ 

(1) 満期における償還 

 各本社債は、償還期限前に償還又は買入消却されない限り、満期償還日に、額面金額

10,000,000 インドネシア・ルピアの各本社債につき、額面金額の 100％（すなわち、10,000,000

インドネシア・ルピアである。以下「満期償還額」という。）にて償還される。かかるインドネ

シア・ルピア額は、該当する為替参照レート決定日に、計算代理人によって、下記の算式に従い

円貨に換算された円貨額（ただし、１円未満を四捨五入するものとする。）により支払われる

（以下「満期償還額」という。）。 

 満期償還額の円貨額 ＝10,000,000 インドネシア・ルピア × 該当する為替参照レート 
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 満期償還日が営業日に当たらない場合には、翌営業日を満期償還日とする（ただし、かかる日

が翌暦月に属する場合は、当該満期償還日は直前の営業日とする。）。なお、かかる満期償還日の

調整がなされた場合であっても支払われるべき金額の調整は一切なされない。 

(2) 税制上の理由による期限前償還 

発行会社が、本社債について、以下の通知を行う直前に主支払代理人（下記「４. 支払代理人 

(１)」に定義される。）に対して、 

(ⅰ) 本社債の利息支払いの翌日に、発行会社が下記「８. 課税上の取扱い」の規定に従って

追加額の支払いを要求されること、又は 

(ⅱ) 発行会社が当該本社債の償還をしようとする場合に（かかる目的において、発行会社が

その他の方法で当該本社債を償還する権利を有するか否かについて考慮する必要はない。）、

（主支払代理人がその単独かつ絶対的裁量により合理的であると判断する努力を発行会社

が行ったか否かに関係なく）発行会社が下記「８. 課税上の取扱い」の規定に従って追加

額の支払いを要求されること、 

を了解させた場合、発行会社は、本社債につき、30 日以上 45 日以下の事前の通知を本社債権者

に行った後、当該本社債のすべて（一部は不可。）を、発生しかつ未払いの利息と共に円貨建て

の期限前償還金額（下記に定義される。）で償還するものとする。ただし、かかる償還の通知は、

本社債に関する支払期限が到来している場合に発行会社が追加額の支払いを義務付けられた も

早い日より 90 日よりも前にはなされないものとする。 

 

上記努力を行う発行会社の義務のみを条件として、主支払代理人が満足する独立した法律顧問

又は会計士による証明書で、（ⅰ）当該状況が現在において存在する旨、又は（ⅱ）当該証明書

の日付現在において提案され、かつ、当該法律顧問又は会計士の意見によれば、本社債に関する

元利金の関連ある支払いがその他の方法でなされる日以前に有効となると合理的に予想される連

合王国の法律（当該法律に従う規則を含む。）の変更若しくは改正又はその解釈若しくは適用の

変更が、その通りに有効となった場合に、それらの状況が存在するであろう旨を記載した証明書

を、発行会社が主支払代理人に対して交付することにより、本「(2) 税制上の理由による期限前

償還」に従って証明を要求される状況が十分に証明されるものとする。 

 

「期限前償還金額」とは、公正な市場価値（下記に定義される。）をいう。期限前償還金額は、

該当する為替参照レートに基づいてインドネシア・ルピアから換算され、日本円で支払われる

（当該金額の１円未満は四捨五入される。）。 

 

「公正な市場価値」とは、期限前償還される各本社債について、発行会社（誠実かつ商業的に

合理的な方法で活動する）及び/又は計算代理人（商業的に合理的な方法で活動する）が、（適用

ある場合）発行会社及び/又は発行会社の関連会社の基本となる及び/又は関連するヘッジ取引及

び/又は資金協定の解消のための合理的な経費及び費用を除いて、期限前償還される日の直前に

決定する各本社債の公正な市場価値をいう。 

(3) 買入れ 

発行会社及び発行会社と直接的又は間接的に関係を有するすべての者の各々は、公開市場その

他において、随時いかなる価格でも本社債を買入れることができる。かかる本社債は、保有、再
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発行又は再販売されることがあり、発行会社がかかる本社債を保有する場合には、発行会社の選

択により消却されうる。 

(4) 消 却 

確定社債券（下記「11. その他、(1) 本社債の様式、額面額及び権利」に定義される。）の場

合には、当該確定社債券に添付された期限未到来のすべての利札が付されているか、又は共に提

出されたことを条件として、本「２. 償還及び買入れ」の「(1) 満期における償還」又は「(2) 

税制上の理由による期限前償還」に従って償還された本社債はすべて直ちに消却されるものとし、

本「２. 償還及び買入れ」の「(3) 買入れ」に従って買入れられた本社債はすべて、発行会社の

選択により直ちに消却されうる。上記の通り償還又は買入消却された本社債はすべて再発行又は

再販売することはできない。 

(5) 違 法 

計算代理人が、適用ある現在若しくは将来の法律、規程、規則、判決、命令若しくは指令、又

は政府、行政、立法若しくは司法の当局若しくは権限の要件若しくは要求の遵守（これらを含む

がこれに限らない。）を理由として、本社債に基づく義務（又はこれに関連して行われた、ヘッ

ジ取引に基づく発行会社若しくはその指定する関連会社の義務）の履行がその全部又は一部にお

いて不法又は実行不可能となったと、その絶対的裁量により決定した場合、発行会社は、当該義

務を終了する権利を有する。かかる状況において、発行会社は、各本社債権者に円貨建ての期限

前償還金額を支払う。本社債は下記「10. 通知」の規定に従って社債権者に通知される方法によ

り償還される。 

(6) 為替障害事由 

上記「（1）満期における償還」及び「１．利息」並びに「３．支払い」の規定にかかわらず、

額面通貨（下記に定義される。）に関して満期償還日以前に為替障害事由（下記に定義される。）

が生じた場合には、以下のとおり取り扱うこととする。 

計算代理人が為替参照レートを決定することが要求されている日（以下「為替決定予定日」と

いう。）に為替障害事由が発生した場合、為替決定予定日は、為替障害事由が消滅した日の翌日

まで延期される（以下「為替決定修正日」という。）。ただし、為替決定修正日が為替決定予定日

後５暦日以内に生じない場合には、発行会社がその単独かつ完全な裁量により、本社債を存続さ

せるか否かを決定する。発行会社が本社債を存続させると決定した場合、計算代理人は、その単

独かつ完全な裁量により、当該本社債の要項について、必要があれば、適切と判断される調整を

行う。そして、上記の調整は、計算代理人が、その単独かつ完全な裁量により選択した日に効力

を生じる。発行会社が、その単独かつ完全な裁量により、本社債を消滅させるべきであると判断

した場合には、計算代理人の単独かつ完全な裁量によって決められた日に本社債は消滅し、満期

償還日において利息及び/又は満期償還金額（又は本社債に基づいて発行会社が支払うその他の

支払い若しくは決済額）を受け取る本社債権者の権利は停止され、本社債に基づく発行会社の義

務は、本社債の公平な市場価格として計算代理人によって決められる金額（決済通貨又は計算代

理人が定める他の通貨による。）全額の支払いによって完了する。為替決定修正日が満期償還日

から遡って５営業日未満の日に該当する日になる場合には、計算代理人が、その単独かつ完全な

裁量を誠実に行使して、該当する為替参照レートを決定する。計算代理人が本社債権者に対し為

替障害事由を通知する義務を怠っても、本社債に対する当該為替障害事由の発生及び効果の有効
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性に影響を与えない（ただし、計算代理人の本社債権者に対する為替障害事由が発生したことを

通知する義務は限定されない。）。 

「為替障害事由」とは、 以下に示す状況のいずれかの発生及び/又は存在をいう。 

(ⅰ) 発行会社又は本社債のヘッジカウンターパーティ

である関係当事者のいずれかが、以下の行為を行

うことを直接的又は間接的に回避又は遅延させる

影響を与える額面通貨に関するいずれかの日にお

ける事象の発生及び/又は存在（かかる事象の発生

及び/又は存在は、商業的に合理的な方法で活動す

る計算代理人が決定する）。 

(ａ) 慣習的な法的方法により、額面通貨を決済通

貨に換金すること 

(ｂ) 少なくとも額面通貨管轄区域における現地機

関が行うのと同等なレートで、額面通貨を決

済通貨に換金すること 

(ｃ) 決済通貨を額面通貨管轄区域内の口座から額

面通貨管轄区域外の口座に移動させること 

(ｄ) 額面通貨を額面通貨管轄区域内の口座間で移

動させること又は額面通貨管轄区域内には居

住していない者に交付すること 

(ｅ) 決済通貨のヘッジの価値を有効に実現するこ

と 

(ⅱ) 発行会社又は本社債のヘッジカウンターパーティ

である関係当事者（本社債上のヘッジカウンター

パーティのポジションをヘッジすること又はかか

るヘッジを緩和することを目的とするもの）の能

力が重大な影響を受ける可能性があると、計算代

理人が誠実に判断する資本規制（額面通貨管轄区

域内における額面通貨建ての保有資産の上限金額

の設定を含むがこれに限られない。）を、額面通貨

管轄区域内の政府が課すこと又は課す意思あるこ

とを公告すること。 

「額面通貨」とは、 インドネシア・ルピアをいう。 

「額面通貨管轄区域」とは、 インドネシア共和国をいう。 

「決済通貨」とは、 日本円をいう。 
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３. 支払い 

(1) 本社債に関する元金及び利息は、（以下の規定に服することを条件として）本社債の呈示及び

（一部の支払いの場合を除き）引渡しにより支払われ、また、利息の支払いについては、（次段

落を条件として）米国外に所在する支払代理人の指定事務所において関連ある利札の引渡により

支払われる。本社債の支払いは、米国内の住所への郵送又は米国内で所持人が維持する口座への

振込みによりなされるものではない。 

 

本社債の利息について支払われるべき金額の支払いは、米国又はその属領（歳入法及びそれに

基づく規則に定義される。）内に所在する支払代理人の指定事務所でなされることはない。ただ

し、(a) 米国外に所在する支払代理人のすべての指定事務所における、支払期限の到来した当該

本社債の利息につき支払われるべき金額の全額の支払いが違法であるか、又は為替管理若しくは

その他同様の制限により有効に妨げられる場合、及び (b) 当該支払いが、適用ある米国法によ

り許可される場合を除く。かかる場合には、発行会社は、ニューヨーク市に指定事務所を有する

追加の支払代理人を直ちに任命するものとする。 

 

確定社債券の支払いのためには、当該確定社債券を、これに付されたすべての期限未到来の利

札と共に呈示しなければならない。期限未到来の利札を紛失した場合には、当該期限未到来の利

札の額面金額（又は、元本全額の支払いではない場合には、当該期限未到来の利札の額面金額の

うち、当該支払われる元本の合計金額の支払われるべき元本全額に対する割合に相当する額）が、

支払われるべき金額の合計から差し引かれる。上記に従って差し引かれた元本金額については、

当該元本支払いのための関連日（下記「８. 課税上の取扱い、連合王国の租税」に定義される。）

から 10 年（下記「11.(2) 時効」に従い、当該利札が無効となったか否かは関係なく、又はこれ

より遅い場合には、当該利札の支払期限が到来したはずの日から５年）以内であれば、紛失して

いた利札の引渡しと引き換えに上記の方法に従い支払いを受けることができる。 

 
上記にかかわらず、満期償還日及び利率が設定された確定社債券が発行され、当該確定社債券

に付された又は当該確定社債券と共に引き渡された期限未到来の利札を伴わずに当該確定社債券

が支払いのために呈示された際に差し引かれるべき金額が、支払われるべき金額を上回る場合、

償還日に当該期限未到来の利札（添付されているか否かを問わない。）は要求に応じて無効とな

り（かつ、それに関する支払いはなされない。）、差し引かれるべき金額は支払われるべき金額を

上回らないものとする。前文の適用により、確定社債券に関する期限未到来の利札の一部（全部

ではない。）が無効となる場合、関連ある支払代理人は、その単独かつ絶対的裁量により、いず

れの期限未到来の利札が無効となるかを決定し、また、かかる目的上、その単独かつ絶対的裁量

により、期限到来までの期間が短い利札よりも期間が長い利札を選択するものとする。 

 

（上記の適用以外の理由により）本社債のいずれかの償還日が、当該本社債に付された利札の

支払期日に当たらない場合、利札の直前の支払期日（又は利息起算日）（当日を含む。）から当該

本社債につき発生した利息は、当該本社債及び当該本社債に付された期限未到来のすべての利札

の提出と引換えによってのみ支払いがなされる。 

 

大券の様式による本社債（以下「大券」という。）の場合、その元利金の支払いは、ユーロク

リア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクの勘定で保有される当該大券の関連ある部分

についてユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクに対してなされる（仮大券
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の場合には、それに規定された証明を条件とする。）。かかる状況において、ユーロクリア及び/

又はクリアストリーム・ルクセンブルクは、当該大券に関する元金又は（場合により）利息を、

当該大券の持分がその帳簿の貸方に記入されている者の貸方に記入する。 

(2) 本社債に関して支払われるべき金額（元金、利息又はその他）の支払いは、小切手により、又

は受取人の選択により、（本社債に関する支払いについて）受取人が指定した米国外に所在する

円建ての口座への送金により、円でなされる。 

 

支払い及び交付は、いかなる場合においても、下記「８. 課税上の取扱い」の規定を侵害する

ことなく、支払場所において適用ある財務その他の法令に従う。 

 

上記の一般性を害することなく、発行会社は、発行会社、発行会社の親会社若しくは持株会社

又は当該親会社若しくは持株会社の子会社が、米国連邦所得税法又は発行会社、かかるその親会

社、その持株会社若しくはその子会社が遵守すべきその他の法律の要件を遵守するために必要な

証明又は情報を支払代理人に提供するように、本社債又は利札に関する元金又は（場合により）

利息の支払いを受ける者に対して要求する権利を留保する。 

本社債に関して支払うべき金額は、１円未満を四捨五入する。 

４. 支払代理人 

(1) 当初の主支払代理人の名称及び指定事務所は、以下のとおりである。 

主支払代理人、支払代理人兼発行代理人 

名 称： エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー (HSBC Bank plc) 

住 所： 連合王国 E14 5HQ ロンドン市カナダ・スクエア 8 

(8 Canada Square, London E14 5HQ, U.K.) 

発行会社は、いずれかの支払代理人又は計算代理人の任命を変更又は終了し、及び/又はいず

れかの支払代理人又は計算代理人が行為する指定事務所の変更を承認する権利を有する。ただし、 

(ⅰ) 本社債が未償還である限り、2000 年 11 月 26 日から同年 11 月 27 日に開催された経済

相・蔵相理事会会議の決定を実施する欧州理事会指令（European Council Directive）

2003/48/EC その他の指令を実施する法律に従って、税金を源泉徴収又は控除する義務を

負わない欧州連合加盟国内に支払代理人を常に維持する。 

(ⅱ) 本社債が未償還である限り、主支払代理人を常に維持するものとする。 

(2) さらに、発行会社は、上記「３. 支払い (1)」の第２段落に記載された状況においては、ニュ

ーヨーク市に指定事務所を有する支払代理人を直ちに任命するものとする。変更、終了又は任命

は、下記「10. 通知」に従って、本社債権者に通知がなされた後にのみ（ただし、支払不能の場

合を除く。かかる場合には即時に）効力を生じるものとする。 

(3) 計算代理人は、本社債の要項（下記「７. 社債権者集会、修正及び債務引受け」に定義され

る。）に従って行う本社債のためのすべての計算及び決定を誠実に行うものとする。 
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５. 本社債の地位 

本社債は、発行会社の直接、無担保かつ非劣後債務であり、その間に優先関係はなく、その発

行日において、（法律により優先されるべき一定の債務を除き）発行会社のその他のすべての未

償還の無担保かつ非劣後の債務と同順位である。 

６. 債務不履行事由 

本社債に関して、以下の事由（以下「債務不履行事由」という。）のいずれか１つ以上が発生

し、継続した場合、本社債権者は、発行会社が受領した日に発効する発行会社への書面による通

知により、所持人が保有する本社債の期限の利益が喪失した旨を宣言することができ、これによ

って当該本社債は、呈示、請求、異議申し立て又はその他いかなる種類の通知もなく、期限前償

還金額、及び期限前償還金額に対して償還日までに発生しかつ未払いの利息について、直ちに支

払期限が到来するものとする。債務不履行事由による期限前償還金額は、該当する為替参照レー

トにより換算される円貨額（ただし、１円未満は四捨五入される。）で支払われる。 

(a)  本社債若しくはそのいずれかにつき支払期限の到来した元金、又は本社債若しくはその

いずれかにつき支払期限の到来した利息に関する支払いが 14 日以上懈怠した場合。ただ

し、(1)かかる支払いに適用ある財務又はその他の法令を遵守するため、又はかかる支払

いに適用ある管轄権を有する法域の裁判所命令に従うため、又は(2)かかる法令又は命令

の有効性又は適用可能性に疑義が存在する場合において、主支払代理人が満足できる独立

した法律顧問により、かかる有効性又は適用可能性について上記 14 日間になされた助言

に従って、かかる支払いを差し控えるか又は拒絶する場合には、かかる債務不履行を構成

しない。 

(b)  英国における発行会社の清算について命令がなされ、有効な決議が可決した場合（関連

ある本社債権者の特別決議（下記「７. 社債権者集会、修正及び債務引受け」に定義され

る。）により、組織再編又は合併の仕組みに関する条件が事前に書面により承認されてい

る場合を除く。）。 

７. 社債権者集会、修正及び債務引受け 

社債権者集会 

プログラムに関連する 1999 年２月 24 日付社債発行基本契約（2014 年６月 18 日に直近の修正

及び再述がなされている。）（以下「社債発行基本契約」という。）には、本社債又は社債発行基

本契約のいずれかの規定の修正に関する特別決議（社債発行基本契約に定義されている。）によ

る承認を含む、当該本社債権者の利益に影響を及ぼす事項を検討するために本社債の社債権者集

会を招集することに関する規定が含まれている。かかる集会は、発行会社又はその時点で未償還

の本社債の額面金額の５%以上を保有する本社債権者により招集されうる。当該集会において特

別決議を可決する定足数は、その時点で未償還の本社債の額面金額の 50%以上を保有又は代理す

る１名以上の者とし、延会においては、保有又は代理する本社債の額面金額にかかわらず、１名

以上の本社債権者本人又は代理人とする。ただし、当該集会の議事に本社債の一定の規定（本社

債の満期償還日の変更、本社債に関して支払われるべき金額の減額若しくは消却、又は本社債の

支払通貨の変更を含む。）の修正が含まれる集会においては、定足数は、その時点で未償還の本

社債の額面金額の 75%以上を保有又は代理する１名以上の者とし、その延会においては、その時

点で未償還の本社債の額面金額の絶対過半数を保有又は代理する１名以上の者とする。本社債の
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社債権者集会で可決した特別決議は、当該本社債権者が集会に参加したか否かを問わず、本社債

権者のすべてを拘束するものとする。 

修 正 

社債発行基本契約又は発行及び支払代理契約の場合には当該契約における他の当事者の承認を

条件として、発行会社は、本社債権者の同意なく、以下の事項に同意することができる。 

(a)  本社債権者全体の利益に重大な損害を及ぼさない社債発行基本契約若しくは発行及び支

払代理契約又は本社債の要項（以下「本社債の要項」という。）の修正（上記を除く。）、 

(b)  本社債の要項、社債発行基本契約又は発行及び支払代理契約の形式的、微細又は技術的

な修正、又は明白な誤りを修正するため若しくは発行会社が設立された法域における強制

的法律の規定を遵守するためになされる修正、 

(c)  本社債の補足条件書及び発行要項（関連ある補足条件書によって完成される本社債の要

項を構成する。）と本社債の関連あるタームシートとの間の矛盾を修正するためになされ

る本社債の修正。 

かかる修正は、本社債権者を拘束するものとし、当該修正後、下記「10. 通知」に従って実行

可能な限り速やかに本社債権者に通知するものとする。 

債務引受け 

また、発行会社は、本社債権者の同意なく、本社債及びそれに付された利札に基づく主債務者

としての発行会社に代わり、発行会社の子会社若しくは持株会社又は当該持株会社の子会社（以

下「新発行会社」という。）による債務引受けに同意することができる。ただし、当該本社債及

びそれに付された利札は、発行会社により取消不能の形で保証される。かかる債務引受けがなさ

れる場合、本書における発行会社は、新発行会社と解釈される。かかる債務引受けは、下記「10. 

通知」に従って、関連ある本社債権者に速やかに通知される。債務引受けに係る権利について、

発行会社は、何らかの目的で特定の領域に居所を有するか若しくは特定の領域の居住者であるか、

又はその他特定の領域と関係を持っているか若しくは特定の領域の管轄に服していることに起因

する本社債権者個人の当該権利の行使による結果を考慮する義務はないものとし、本社債権者は、

当該本社債権者に対するかかる債務引受けの租税上の公課について、補償又は支払いを発行会社

に請求する権利を有さない。 

以下は、社債発行基本契約別紙２の社債権者集会に関する規定の抜粋である。 

1)  以下の用語は、文脈上その他の解釈を要する場合を除き、以下の意味を有する。 

(ⅰ) ｢議決権証書｣とは、発行会社が発行する英文による証書で、日付が付され、以下の

事項が記載されているものを意味する。 

(a)  当該日現在、一定の券面番号を有する本社債（当該議決権証書で指定された

集会及びその延会に関して議決権一括行使指図書が発行されており、また、こ

れが撤回されていない本社債を除く。）が発行会社に預託されており、又は（発

行会社の満足するように）発行会社の指図に従って若しくは発行会社の管理下

で保有されており、次のいずれかの事由が生じるときまで、当該本社債のかか

る預託又は保有が停止されないこと。 

(1)  当該証書で指定された集会又は（適用ある場合には）その延会の終了、及び 

(2)  当該証書を発行した発行会社に対する当該証書の引渡し。 
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(b)  当該証書の持参人が、当該証書により表章される本社債に関する集会及びそ

の延会に出席し、議決権を行使することができること。 

(ⅱ) ｢議決権一括行使指図書｣とは、発行会社が発行する英文による文書で、日付が付さ

れ、以下の要件を満たしているものを意味する。 

(a)  本社債（当該議決権一括行使指図書で指定された集会及びその延会に関して

議決権証書が発行されており、また、これが撤回されていない本社債を除く。）

が発行会社に預託されており、又は（発行会社の満足するように）発行会社の

指図に従って若しくは発行会社の管理下で保有されており、次のいずれかの事

由が生じるときまで、当該本社債のかかる預託又は保有が停止されないことが

証明されていること。 

(1)  当該文書で指定された集会又は（適用ある場合には）その延会の終了、及び 

(2)  返還される予定のかかる預託された各本社債につき発行会社から発行さ

れる受領書、又は（必要な場合には）発行会社の指図に従った若しくは発

行会社の管理下での保有を発行会社の同意を得て停止される一又は複数の

本社債が、当該集会又はその延会の招集時刻の 48 時間前までに発行会社に

対して引渡されること。 

(b)  当該本社債の各所持人が、発行会社に対して、当該集会又はその延会に上程

される決議に関し、上記の通り預託又は保有された一又は複数の本社債に帰属

する議決権を特定の方法により行使すべき旨を指図していること、及びすべて

の当該指図が当該集会又はその延会の招集時間の 48 時間前からその終了又はそ

の延期までの間、取消も変更もできないことが証明されていること。 

(c)  上記の通り預託又は保有された本社債の総数及び券面番号が、当該本社債に

帰属する議決権につき、上記に従って賛成投票の指図がなされた決議事項と反

対投票の指図がなされた決議事項とに明確に区分して列記されていること。 

(d)  かかる文書に記名された１名以上の者（各々を以下｢議決権行使代理人｣とい

う。）が、当該文書に記載されたとおり上記(c)に定める指図に従い列記された

本社債に帰属する議決権を行使することを、発行会社により授権かつ指図され

ていること。 

議決権証書の所持人又は議決権一括行使指図書に記名された議決権行使代理人は、

本社債の関連ある社債権者集会又はその延会に関連する一切の目的において、当該議

決権証書又は議決権一括行使指図書に関連する本社債権者とみなされるものとし、ま

た、当該本社債が預託されている発行会社又は発行会社の指図に従い若しくは発行会

社の管理下で当該本社債を保有している者は、上記の目的において当該本社債権者と

はみなされないものとする。 

(ⅲ) 本項において｢本社債｣とは、関連ある集会が招集される本社債を意味するものとする。 

2)  発行会社は、本社債の社債権者集会を随時招集することができ、また、その時点で未償

還の本社債の額面金額の５%以上を有する本社債権者の書面による要求があった場合には、

本社債の社債権者集会を招集しなければならない。なお、発行会社が当該集会の招集を７

日間怠った場合には、本社債の社債権者集会はその請求者により招集されうる。発行会社

が当該集会を招集しようとする場合、その日時、場所及び処理すべき議事の内容を書面に
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より直ちに発行代理人に通知しなければならない。各当該集会は発行代理人が承認する時

刻及び場所にて開催されるものとする。 

3)  集会の場所及び日時を記載した少なくとも 21 日（通知のなされた日及び集会開催日を

含まない。）前の通知が、本社債権者に対して下記「10. 通知」に規定された方法により、

本社債の社債権者集会に先立ってなされなければならない。当該通知には、通常、招集さ

れる集会で処理すべき議事の内容が記載されるが、（特別決議を除き）提案された決議に

ついて当該通知に明記する必要はない。当該通知には、集会の所定開始時刻の 24 時間前

までに、議決権証書の取得又は議決権行使代理人の任命を目的として、本社債を発行会社

に預託することができる旨、又は法人の場合には、取締役又は他の運営組織の決議により、

代表者を任命することができる旨が記載される。発行会社が集会を招集する場合を除き、

招集通知の写しが、発行会社に郵送されるものとする。 

4)  発行会社が書面により指名した者（本社債権者であってもよいが、必ずしもその必要は

ない。）は、各当該集会において議長に就任する権限を有する。ただし、かかる指名が行

われない場合、又は指名された者が集会の開催指定時刻から 15 分以内に当該集会に出席

しない場合、出席している本社債権者は、その中から１名を議長に選出するものとする。 

5)  かかる集会において、本社債若しくは議決権証書を保有しているか、又は議決権行使代

理人であり、かつ、その時点で未償還の本社債の額面金額の 20%以上を保有又は代表する

１名以上の者の出席をもって、議事の処理のため（特別決議の可決を目的とする場合を除

く。）の定足数を構成するものとし、議事の開始時において必要な定足数が出席していな

い限り、いかなる議事（議長の選出を除く。）も処理されないものとする。特別決議を可

決するための当該集会の定足数は、（以下の規定に従うことを条件として）本社債若しく

は議決権証書を保有しているか、又は議決権行使代理人であり、かつ、その時点で未償還

の本社債の額面金額の 50%以上を保有又は代表する１名以上の者の出席をもって構成され

るものとする。 

ただし、以下の事項のいずれかを含む議事の定足数は、本社債若しくは議決権証書を保

有しているか、又は議決権行使代理人であり、かつ、その時点で未償還の本社債の額面金

額の 75%以上を保有又は代表する１名以上の者の出席をもって構成されるものとする。（各

事項とも、特別決議の承認後にのみ実行することができる。）すなわち、 

(ⅰ) 本社債の満期償還日の変更、又は満期に支払われる額面金額の減額若しくは消却、 

(ⅱ) 本社債において支払いがなされる通貨の変更、 

(ⅲ) 特別決議を可決するために必要な多数の変更、 

(ⅳ) 下記 18)(F)に記載されているスキーム又は提案の承認、又は 

(ⅴ) 本但書き又は下記 6)の但書きの修正 

なお、本社債の社債権者集会において可決した特別決議は、本社債権者本人による集会

への出席・欠席を問わず、すべての本社債権者を拘束する。 

6)  集会の指定時刻から 15 分以内に定足数が出席していない場合、当該集会は、本社債権

者の要求により招集された場合には、散会となる。その他の場合には、翌週の同曜日（又

は該当日が祝日の場合は翌営業日）に延期され、同時刻に同じ場所で開催されるものとす

る（ただし、特別決議が提案される集会の場合を除く。特別決議が提案される集会の場合

は、議長が指定し、発行代理人が承認する場所において、また、議長が指定し、発行代理
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人が承認する 14 日以上 42 日以内の期間につき延期される。）。かかる延会では、本社債若

しくは議決権証書を保有しているか、又は議決権行使代理人（保有又は代表する本社債の

元金額を問わない。）である１名以上の者の出席をもって（以下の規定に従うことを条件

として）定足数を構成するものとし、当該出席者は、（以下の規定に従うことを条件とし

て）特別決議又はその他の決議を可決し、また、当初の集会において必要な定足数の出席

があれば適切に処理することが可能であった一切の事項を決定する権限を有する。ただし、

延会の議事が上記 5)但書きに定める事項のいずれかを含む場合には、その定足数は、本社

債若しくは議決権証書を保有しているか、又は議決権行使代理人であり、かつ、その時点

で未償還の本社債の額面金額の過半数以上を保有又は代表する１名以上の者の出席をもっ

て構成されるものとする。 

7)  特別決議が提出される延会に関する招集通知は、当初の集会と同一の方法でなされるも

のとし（ただし、上記 3)に記載の「21 日」を「10 日」と読み替えることとする。）、かか

る通知には、（関連ある定足数を当該通知に記載している場合に上記 6)の但書きが適用さ

れる場合を除き）本社債若しくは議決権証書を保有しているか、又は延会における議決権

行使代理人（保有又は代表する本社債の元金額を問わない。）である１名以上の者の出席

をもって定足数を構成する旨が記載される。上記に従うことを条件として、延会の通知を

行う必要がないものとする。 

8)  集会に提出された各議案は、先ず挙手により決定されるものとし、可否同数の場合には、

議長が挙手及び投票の双方において、本社債権者、議決権証書の所持人又は議決権行使代

理人として有する議決権（もしあれば）に加えて、決定票を有する。 

9)  集会において、（挙手の結果を宣言する以前に）議長、発行会社、又は本社債若しくは

議決権証書を保有しているか、若しくは議決権行使代理人である１名以上の出席者（保有

する本社債の元金額を問わない。）により投票の要求がない限り、ある決議が可決され若

しくは一定の多数により可決され、又は否決され若しくは一定の多数により可決されなか

ったとの議長による宣言は、当該決議の賛成票又は反対票の数又は比率を記録した証拠を

要することなく、当該事実の確定的な証拠となるものとする。 

10)  下記 12)を条件として、当該集会において投票が上記のとおり要求された場合、当該投

票は、議長が指示する方法により以下の規定に従って直ちに又は延期後に行われるものと

し、かかる投票の結果は、投票が要求された集会における、投票がなされた日付の決議と

みなされるものとする。投票の要求は、当該集会において、投票が要求された議案以外の

議事の処理の続行を妨げるものではない。 

11)  議長は、集会の同意があれば、随時いかなる場所でも当該集会を延期することができる

（また、当該集会により指示された場合には、随時いかなる場所でも当該集会を延期する

ものとする）。ただし、延会においては、当初の集会で（必要定足数の不足がなければ）

適法に処理されたであろう議事を除き、いかなる議事も処理されないものとする。 

12)  議長の選任又は延期に係る議案に関して当該集会で要求された投票は、延期されること

なく、当該集会で行われるものとする。 

13)  発行会社の取締役又は役員及びその弁護士は、社債権者集会に出席して発言することが

できる。上記を除き（ただし、プログラムに関連する発行及び支払代理契約の第 1.2 条に

記載されている「残存」の定義の条件を侵害することなく）、保有している本社債若しく

は議決権証書を呈示するか又は議決権行使代理人でない限り、いずれの者も本社債の社債



 - 15 -

権者集会に出席し発言することはできず、またいずれの者も当該集会で議決権を行使する

こと又は当該集会の招集を要求するに当たり第三者と共同することができない。発行会社

又はその各子会社のいずれも当該会社の利益のために保有している本社債に関するいかな

る集会においても議決権を有さず、その他いかなる者も当該会社の利益のために保有して

いる本社債に関する集会において議決権を有さない。本別紙に含まれるいかなる規定も、

議決権一括行使指図書に記名された議決権行使代理人が、発行会社の取締役、役員若しく

は代表者又は発行会社と関係を有するその他であることを妨げない。 

14)  上記 13)の規定に従うことを条件として、いかなる集会にも以下の規定が適用される。 

(A)  挙手に際しては、本人であり、かつ、本社債若しくは議決権証書を呈示した者、

又は議決権行使代理人である者は、各々１個の議決権を有するものとする。 

(B)  投票に際しては、各出席者が以下の場合において１個の議決権を有するものとする。 

(ⅰ) 本社債のすべてが単一通貨建ての本社債の社債権者集会の場合は、当該通貨の

小単位毎、及び 

(ⅱ) 複数通貨建ての本社債の社債権者集会の場合は、1.00 米ドル毎、又は米ドル以

外の通貨建ての本社債の場合は、当該集会（若しくは延期された当該集会の当初

の集会）の通知の公布日の午前 11 時頃（ロンドン時間）における発行代理人の

当該通貨の対米ドル直物買相場による 1.00 米ドル相当額毎、 

又は上記の通り呈示された本社債の額面金額、上記の通り呈示された議決権証書により

表章された本社債の額面金額、又は各出席者が議決権行使代理人である本社債の額面金額

において発行会社がその絶対的裁量により取り決めるその他の金額。 

議決権一括行使指図書に記名された議決権行使代理人の義務を害することなく、２個以

上の議決権を有する者はすべての議決権を行使することを要せず、また、すべての議決権

を同一の方法で投票することも要しない。 

15)  議決権一括行使指図書に記名された議決権行使代理人は、本社債権者であることを要し

ない。 

16)  各議決権一括行使指図書は、議決権一括行使指図書に記名された議決権行使代理人が議

決権の行使を予定している集会又は延会の開催指定時刻の 24 時間前までに、発行会社が

承認する場所に預託されるものとし、かかる預託がなされない場合、当該集会又は延会の

議事が行われる前に集会の議長が別段の決定を行わない限り、議決権一括行使指図書は有

効なものとして扱われないものとする。各議決権一括行使指図書の認証された写しは、集

会又は延会が開始される前に発行代理人に預託されなければならない。ただし、発行代理

人はこれにより、議決権一括行使指図書に記名された議決権行使代理人の効力又は権限に

関して、調査又は配慮する義務を負うものではない。 

17)  議決権一括行使指図書の条件に従い行使された議決権は、議決権一括行使指図書又はそ

のもととなった本社債権者の指図に係る事前の取消又は変更にかかわらず、効力を有する。

ただし、かかる取消又は変更に係る書面の通知が、登録事務所（又はかかる目的上発行会

社により承認されたその他の場所）において議決権一括行使指図書が使用される集会又は

延会の開催指定時刻の 24 時間前までに発行会社により受領されていないことを条件とする。 

18)  本社債の社債権者集会は、以上の規定により付与される権限に加えて、特別決議（上記

5)及び 6)に記載されている定足数に関連する規定に従う。）により行使可能な以下の権限

のみを有する。 
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(A)  発行会社及び本社債権者又は本社債権者のいずれかとの間で提案される和解又は

調整を承認する権限。 

(B)  発行会社又は発行会社の財産のいずれかに対する本社債権者の権利に関して、か

かる権利が本社債発行基本契約、本社債又はその他に基づき生じるかを問わず、廃

止、変更、和解又は調整を承認する権限。 

(C)  本社債発行基本契約、本社債の要項又は本社債に記載されている規定に関して、

発行会社が提案する変更に同意する権限。 

(D)  本社債発行基本契約又は本社債の規定に基づき特別決議により付与されることが

要求される権能又は承認を付与する権限。 

(E)  本社債権者の利益を代表する義務遂行受任者として、いずれかの者（本社債権者

か否かを問わない。）を任命し、本社債権者が特別決議により自ら行使することがで

きる権限又は裁量権を当該義務遂行受任者に付与する権限。 

(F)  発行会社又は設立済若しくは設立予定のその他の会社の株式、ノート、ボンド、

ディベンチャー、ディベンチャー・ストック及び/若しくはその他の債務及び/若し

くは有価証券（以下「有価証券等」と総称する。）と本社債との交換、有価証券等を

対価とした本社債の売却、本社債の有価証券等への転換、若しくは有価証券等を対

価とした本社債の消却、又は現金と本社債との交換、現金を対価とした本社債の売

却、本社債の現金への転換、若しくは現金を対価とした本社債の消却、又は有価証

券等の一部及び現金の一部と本社債との交換、有価証券等の一部及び現金の一部を

対価とした本社債の売却、本社債の有価証券等の一部及び現金の一部への転換、若

しくは有価証券等の一部及び現金の一部を対価とした本社債の消却に関するスキー

ム又は提案を承認する権限。 

(G)  本社債の主たる債務者である発行会社（又は前代替者）を代替する法人を承認す

る権限。 

19)  本項の規定に従い適法に招集及び開催された本社債の社債権者集会で可決されたあらゆ

る決議は、当該集会への出席の有無を問わず、また議決権行使の有無を問わず、すべての

本社債権者を拘束し、各本社債権者は、これに従って当該決議を発効させる義務を負い、

また、当該決議の可決は、当該決議がなされた状況がその可決の正当性を根拠付ける確定

的な証拠となるものとする。本社債権者が適法に検討した決議に対する投票の結果の通知

は、当該結果が明らかとなった日から 14 日以内に発行会社によって下記「10. 通知」に

従い公表される。ただし、当該通知の非公表は当該決議を無効にするものではない。 

20)  本社債発行基本契約又は本社債の要項で使用されている｢特別決議｣という用語は、本項

の規定に従い適法に招集及び開催された本社債の社債権者集会において、挙手により議決

権を行使した者の 75%以上の多数により可決された決議を、又は投票が適法に要求された

場合は、当該投票により行使された議決権の 75%以上の多数により可決された決議を意味

する。 

21)  上記の各集会におけるすべての決議及び議事手続に関して議事録が作成されるものとし、

発行会社が当該目的のために随時提供する記録簿に適法に記入される。かかる議事録は、

当該決議が可決され、又は議事手続が実施された集会の議長が署名することにより、それ

に記入された事項に関する確定的な証拠となるものとし、反対の事実が証明されない限り、
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議事手続に関して議事録が作成された各集会は、適法に招集及び開催されたものとみなさ

れ、可決された一切の決議又は実施された議事手続は適法に可決又は実施されたものとみ

なされる。 

22)  発行会社は、本項に記載されたその他すべての規定に従い、本社債権者の同意なしに、

本社債の社債権者集会の要求及び/又は開催、並びに本社債の社債権者集会への出席及び

議決権行使に関する追加規則について、発行会社がその単独の裁量により適当であると考

えるとおりに規定することができる。 

８. 課税上の取扱い 

連合王国の租税 

本社債に関する元利金の発行会社による支払いはすべて、連合王国により又はそのために賦課

される現在又は将来の一切の種類の税金、賦課金その他の公租公課を源泉徴収又は控除すること

なく行われる。ただし、法律により、かかる税金、賦課金その他の公租公課の源泉徴収又は控除

が要求される場合はこの限りではない。 

発行会社が法律により上記の源泉徴収又は控除を要求される場合、かかる源泉徴収又は控除の

後に本社債権者又は（場合により）利札の所持人が受領する純額が、かかる源泉徴収又は控除が

なければ本社債及び/又は（場合により）利札に関して受領するはずであった元金及び利息の額

と等しくなるように、それぞれ必要な追加額を支払う。ただし、以下の場合においては、本社債

又は利札に関してかかる追加額は支払われない。 

(a)  本社債又は利札の所持以外に連合王国又はその他の関連法域と関係を有することを理由

として、本社債又は利札に関する税金、賦課金その他の公租公課が課される本社債又は利

札の所持人又は当該所持人に代わる第三者に対する場合。 

(b)  本社債又は利札を呈示する主支払代理人又は支払代理人が満足する程度に、所持人が制

定法上の要件を満たすことにより、非居住者である旨の宣言若しくはその他類似の免除請

求を関連課税当局に行うことにより、元金若しくは利息の当該支払いを課税当局に通知

（及び/若しくは当該課税当局に当該通知の証拠を提示）することにより、又はその他の

支払代理人の指定事務所において関連ある本社債若しくは利札を呈示することにより、か

かる源泉徴収又は控除を回避することが不可能であることが証明されない場合。 

(c)  関連日後 30 日を超える期間を経過した場合。ただし、その所持人がかかる 30 日間の

終日に支払いのために呈示していたならば受領する権利を有していた追加額を除く。 

(d)  かかる源泉徴収又は控除が個人への支払いに対して課されたものであり、また貯蓄収入

に関する 2000 年 11 月 26 日から同年 11 月 27 日に開催された経済相・蔵相理事会会議の

決定を実施する欧州理事会指令（European Council Directive）2003/48/EC 若しくはいず

れかの指令、かかる指令を実施若しくは遵守する法律、又はかかる指令を遵守するために

制定される法律に従って、かかる源泉徴収又は控除がなされるよう要求される場合。 

(e)  本社債若しくは利札又はいずれかの一部の唯一の実質所有者でない又は受託者若しくは

パートナーシップ（ただし、受託者に関する受益者若しくは設定者、実質所有者又はパー

トナーシップの一員が、享受可能な又は分配される支払いを直接受ける場合には、当該受

益者、設定者、実質所有者又は一員が追加額の支払いを受ける権利を有していない範囲を

限度とする。）である所持人又は当該所持人に代わる第三者に対する場合。 
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本書における「関連日」とは、かかる支払いに関して支払期日が 初に到来する日、ただし主

支払代理人がかかる支払期日以前に支払われるべき金額の全額を受領しなかった場合は、下記

「10. 通知」に従いかかる金額の全額が受領された旨の通知が関連ある所持人に対してなされた

日、をいう。 

発行会社が、税務上連合王国以外の居住者となった場合においては、本項における連合王国へ

の言及は連合王国及び/又はかかる税管轄地への言及であると解釈される。 

本書において、関連ある本社債の元金、利息又は元利金とは、適宜以下を含むものとみなされ

る。 

(ⅰ) 本「８. 課税上の取扱い」に基づいて支払われるべき追加額、 

(ⅱ) 関連ある本社債について満期償還日に支払われるべき額面金額、 

(ⅲ) 関連ある本社債について満期償還日より前に償還により支払われるべき額面金額、及び 

(ⅳ) 関連ある本社債に基づいて又はそれに関連して支払われ得る額面超過金又はその他の金

額。 

本社債の要項中の他の規定にかかわらず、発行会社は、政府間契約に従い又は以下に記載する

規則に関して他の法域が導入した法律の実施に伴い又は米国内国歳入庁との契約に従い、歳入法

第 1471 条から第 1474 条（又はその修正若しくは承継法）の規則により求められる金額の源泉徴

収又は控除（以下「FATCA 源泉徴収」という。）を行うことが認められる。いずれかの者（発行会

社の代理人を除く。）が支払いの受領にあたり FATCA 源泉徴収のない支払いを受領できなかった

としても、発行会社は、発行会社、支払代理人その他の当事者が行った FATCA 源泉徴収に関する

控除又は源泉徴収について、所持人に対する追加額の支払いその他の補償を行う義務はない。 

日本国の租税 

以下は主に本社債に関する日本国の租税上の取扱いの概略を述べたにすぎず、本社債に投資し

ようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に

投資することが適当か否かについて各自の会計・税務顧問に相談することが望ましい。 

本社債に投資した場合の日本国における課税上の取扱いは現在以下のとおりである。 

将来、日本の税務当局が支払いが不確定である社債に関する取扱いを新たに取り決めたり、あ

るいは日本の税務当局が日本の税法について異なる解釈をしたりした場合、本社債に対して投資

した者の課税上の取扱いが、本書に述べるものと著しく異なる可能性がある。 

本社債の利息は、一般的に利息として取扱われるものと考えられる。日本国の居住者及び内国

法人が支払いを受ける本社債の利息は、それが租税特別措置法第３条の３第１項に定める国内に

おける支払いの取扱者を通じて支払われる場合には、日本の税法上 20％（国税と地方税の合計）

の源泉税を課される（なお、2013 年１月１日から 2037 年 12 月 31 日までの間は復興特別所得税

（所得税額の 2.1％）も併せて源泉徴収される。）。居住者である個人においては、当該源泉税の

徴収により課税関係は終了する。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ、日本国

の所得に関する租税の課税対象となる。ただし、当該法人は当該源泉税額を、一定の制限の下で、

日本国の所得に関する租税から控除することができる。 

本社債の償還により支払いを受ける金額が本社債の取得価額を超える場合のその差額は、全く

疑義無しとはしないが、償還差益として取り扱われると考えられる。かつ、所得が日本国の居住

者たる個人に帰属する場合は雑所得として取り扱われ、総合課税の対象となる。当該償還差益が
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日本国の内国法人に帰属する場合は、原則として、償還差益は課税所得に含められ、日本国の所

得に関する租税の課税対象となる。 

日本国の居住者である個人投資家が本社債を譲渡することにより生じた譲渡益の取扱いについ

ては明確ではないが、2016 年１月１日以降の譲渡その他一定の場合を除いて課税の対象とはなら

ないと考えられる。内国法人が本社債を譲渡することにより生じた所得は、課税所得に含められ

日本国の所得に関する租税の課税対象となる。 

外国法人の発行する債券から生ずる利息及び償還差益は、日本国に源泉のある所得として取り

扱われない。従って、本社債に係る利息及び償還差益で、日本の非居住者及び日本国に恒久的施

設を持たない外国法人に帰属するものは、通常日本国の所得に関する租税は課されない。同様に、

本社債の譲渡により生ずる所得で非居住者（ただし、2015 年 12 月 31 日まで）及び日本国に恒久

的施設を持たない外国法人に帰属するものは、日本国の所得に関する租税は課されない。 

９. 準拠法 

(a) 準拠法 

本社債及び本社債から生じる又は本社債に関連するすべての契約に定めのない義務は、英国法

に準拠する。 

(b) 英国の裁判所 

英国の裁判所が本社債から生じる又は本社債に関連する紛争（以下「本紛争」という。）を解

決するため（本社債の存在、有効性若しくは解約に関する本紛争又は本社債の無効性の結論に関

する本紛争を含む。）の専属的管轄権を有する。 

10. 通 知 

(1) 本社債権者に対する通知 

次の段落に規定される場合を除き、本社債又は本社債に付された利札の所持人に対する通知は

すべて、ロンドンで頒布されている主要日刊新聞１紙（フィナンシャル・タイムズを予定）、又

はかかる公告が実行不可能な場合にはヨーロッパで一般に頒布されている英文の主要日刊新聞に

公告された場合、有効となる。かかる通知は、当該公告の日、又は２紙以上で公告された場合に

は 初の公告の日（２紙以上での公告が要求される場合には、要求されたすべての紙上において

公告がなされた 初の日）になされたものとみなされる。 

本社債が大券の様式による場合には、本社債の所持人又は本社債に付された利札の所持人に対

する通知はすべて、当該大券の持分について帳簿に記載されている者への連絡のため、ユーロク

リア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルク及び/又は（発行会社及びディーラーの間で合

意する）その他の関連する決済システム、預託機関又はコモン・セーフキーパーに対して交付さ

れることによって有効となる。 

本社債に付された利札の所持人は、あらゆる目的において、本項に従い当該本社債の所持人に

対してなされた通知と同じ内容の通知を受領したものとみなされる。 

(2) 本社債権者からの通知 

本社債権者からの通知は書面によるものとし、当該通知は、主支払代理人の指定事務所に関連

ある本社債と共に提出されることにより行われるものとする。 
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11. その他 

(1) 本社債の様式、額面額及び権利 

(a)  様式及び額面 

本社債は無記名式で発行される（以下「無記名式社債」という。）。本社債は、恒久大券

に交換される仮大券により表章され（発行会社が、法令の変更によって重大な損害を被る

状況にあると判断した場合にも、恒久大券に交換され得る）、恒久大券は、恒久大券に規

定された限られた状況下でのみ確定社債券（以下「確定社債券」という。）に交換される。

確定社債券には連続番号が付される。 

本社債は、上記に示された額面金額で発行され、本社債の当初受渡し後は額面金額は変

更されない。 

確定社債券は、当初の交付時において利札が付され、一定の状況下における利払いにお

いて、その呈示が前提要件となる。 

(b)  権 利 

本社債又は利札の「所持人」という記載には、当該本社債又は利札の持参人を含む。 

以下を条件として、本社債の権利は交付により移転する。法律により許可される範囲に

限り、発行会社及び主支払代理人は、いずれかの本社債又は利札の所持人を、そのために

支払いを受ける目的その他あらゆる目的のために、（支払期限が経過したか否かを問わず、

また、所有に関する通知若しくは所有に係る書面による通知、又はその過去の紛失若しく

は盗失の通知に関係なく）その完全な所有者とみなし、そのように取り扱うことができる。 

本社債（又はその一部）が大券により表章されている限り、ユーロクリア及び/又はク

リアストリーム・ルクセンブルクの帳簿において自身の証券口座の貸方に記入された本社

債の特定の元金額をその時点で有する者は、発行及び支払代理契約の条項（「本社債権者」

及び本社債の「所持人」という表現並びに関連表現はこれに従って解釈される。）に従い、

かつ、これに服して、関連ある大券の持参人にのみ（発行会社に対する）その権利が付与

される当該本社債の元利金の支払い以外のすべての目的において、本社債の当該元金額に

関して本社債権者として取り扱われるものとする。大券により表章された本社債は、ユー

ロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルク（場合による。）のその時点におけ

る規程及び手続きにのみ従って譲渡可能となる。本社債における本社債権者の持分を反映

した関連ある振替機関の帳簿は、大券により表章された本社債の額面金額の確定証拠とな

る。 

(2) 時 効 

本社債及び利札は、本社債についてはその関連日から 10 年以内、利札についてはその関連日

から５年以内に支払いのために呈示されない場合には、無効となる。本社債又は利札に関して元

金又は利息の支払いのために発行会社から主支払代理人に対して支払われ、かつ、当該本社債又

は利札が無効となった時点で未請求の金員は、発行会社に返還され、それに関する主支払代理人

の債務はそれにより終了する。 
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(3) 本社債の代替社債券 

本社債又は利札を紛失、盗失、汚損、毀損又は滅失した場合、請求者が再発行に関して発生す

る費用を支払い、かつ、発行会社が要求する証拠及び補償を満たした場合に、発行代理人の指定

事務所において、かかる本社債又は利札は再発行されうる。汚損又は毀損した本社債又は利札は、

再発行される前に提出されなければならない。 

(4) 追加発行 

発行会社は、随時その自由裁量で、本社債権者又は当該本社債に付される利札所持人の同意な

く、本社債とすべての点において同順位の社債を追加で起債・発行し、かかる社債はその時点で

未償還の本社債と併せて単一のシリーズを構成する。 

(5) 第三者の権利 

いかなる者も、1999 年（第三者の権利に関する）契約法に基づき本社債の条項を強制する権利

を有さない。 

(6) 売出有価証券に関するリスク要因及びその他の留意点 

投資家は、とりわけ、以下を参照されたい。 

(a) プログラムに基づいて発行されるすべての社債に伴うリスク 様々な社債が、募集目論見

書に基づいて発行される可能性がある。発行会社は、為替レートや利率のような一又は複数の

変数を参照（参照する変数を、それぞれ「参照資産」という。）して決定される元本及び/又は

利息を付された社債を発行することができる。かかる社債の多くは、投資家にとって特定のリ

スクを含んだ特徴を有している場合があるが、そのすべての特徴（及びそのすべてのリスク）

が本社債に適用されるものではない。以下の記載は、発行会社が募集目論見書に基づいて発行

する社債（以下「プログラム上の社債」という。）の購入予定者が考慮すべきリスクの一部に

ついて説明したものである。 

信用リスク 

プログラム上の社債は、発行会社の直接、無担保かつ非劣後債務であり、その他いずれの者

の債務でもない。発行会社の財政状態が悪化しそうな場合、発行会社はプログラム上の社債に

基づく義務を履行できなくなる可能性がある（発行会社の信用リスク）。発行会社が支払不能

又はプログラム上の社債に基づく債務不履行に陥る場合、 悪の場合には、プログラム上の社

債の投資家は投資金額の全額を失うおそれがある。 

発行会社のいずれの格付けも、関連する格付機関の独立した意見を反映したものであり、発

行会社の信用の質を保証するものではないことに投資家は注意すべきである。信用格付けは、

証券の購入、売却又は保有を勧奨するものではなく、当該格付けは、随時、修正又は撤回され

ることがある。 

プログラム上の社債は無担保債務である 

プログラム上の社債は無担保のため、プログラム上の社債への投資を検討する際には、発行

会社の信用リスクの評価が投資家にとって極めて重要となる。発行会社が、プログラム上の社

債に基づき投資家に支払うべき金額を支払えなくなった場合には、当該投資家はいかなる担保

/担保財産に対しても訴求はできず、 悪の場合には、プログラム上の社債に基づく支払いを

一切受けられない可能性がある。 
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プログラム上の社債は通常の債務証券ではない 

プログラム上の社債への投資は、定期預金への投資と同等のものではない。プログラム上の

社債は利息を支払わない可能性があり、償還の際には、参照資産のパフォーマンスによっては

投資金額を下回る金額しか返還されないか又は全額返還されない場合もあることから、プログ

ラム上の社債の条件は通常の債務証券の条件とは異なっている。 

プログラム上の社債への投資金額の償還額及び投資利益率は変動する可能性があり、これら

は保証の限りではない。低利回りで、キャピタル･リスクが少ないか又は全くない定期預金や

類似の投資とは異なり、プログラム上の社債はより大きな収益を得られる可能性があるものの、

より高い資本喪失リスクを伴っている。結果的として、投資家の資本は当初の投資金額を下回

るおそれがある。 

プログラム上の社債は、基本となる参照資産のレベルをたどるよう設計されている。参照資

産は関連する為替レートその他の市場状況を反映する可能性があることから、参照資産のレベ

ルは激しく変動するおそれがある。従って、参照資産が予想通りに変動しない場合には、プロ

グラム上の社債からの収益は投資金額を下回るか、 悪の場合には、収益を全く得られないリ

スクがある。かかる場合、投資家は投資金額を全額失う可能性がある。 

プログラム上の社債に関するキャピタル･リスク 

プログラム上の社債の関連するシリーズは元本が全額保証されていない限り、プログラム上

の社債への投資金額の償還が完全に保証されるものではない。結果的に、投資家の資本は、当

該プログラム上の社債に当初投資された金額を下回るおそれがある。定期預金や類似の投資と

は異なり、プログラム上の社債への投資は日本の預金保険制度の対象とはならない。 

プログラム上の社債に関し活発な取引市場や流通市場による流動性が存しない可能性がある 

発行されたプログラム上の社債のいかなるシリーズも新しい証券であり、広く分売されない

可能性があるため、活発な取引市場がない（ただし、ある特定のトランシェの場合には、その

トランシェは発行済みのトランシェと併合され、当該トランシェと単一のシリーズを構成す

る。）。プログラム上の社債が当初の発行後に取引される場合、特に実勢金利、類似のプログラ

ム上の社債の市場、一般的な経済状況、発行会社が支払った手数料及び発行会社の財政状態に

よっては、当初の募集価格よりも低い価格で取引される可能性がある。従って、投資家は、プ

ログラム上の社債への投資は取引が困難又は不可能となるリスクに晒されている。 

プログラム上の社債の取引市場が発達するか、発達した場合の流通市場におけるプログラム

上の社債の価格、かかる市場が流動性を有するか否かについては、予測することができない。

プログラム上の社債は上場されていないため、プログラム上の社債の価格に関する情報を取得

するのは困難であり、プログラム上の社債の流動性は悪影響を受ける。さらに、プログラム上

の社債が償還、買入れ又は消却された場合、未償還のプログラム上の社債の数は減少し、プロ

グラム上の社債の流動性の減少の原因となる。プログラム上の社債の流動性の減少は、プログ

ラム上の社債の価格の変動率の上昇を生じさせる可能性がある。従って、プログラム上の社債

への投資家は、プログラム上の社債の流動的な流通市場がない場合には、その投資価値を現実

化するためにプログラム上の社債の償還時まで待たなければならないリスクがあるため、プロ

グラム上の社債の償還日まで経済的リスクを負わなければならない可能性を前提に投資を進め

るべきである。 
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違 法 

プログラム上の社債権者は、計算代理人が、プログラム上の社債に基づく発行会社の義務

（又はこれに関連して行われた、ヘッジ取引若しくは出資取引に基づく発行会社若しくはその

指定する関連会社の義務）の履行がその全部又は一部において違法又は実行不可能となったと

いう判断を、その単独かつ絶対的裁量により下すかもしれないというリスクに晒されている。

かかる違法事由の後、発行会社は計算代理人が決定する金額の支払いと引き換えに、プログラ

ム上の社債に基づく義務を終了することができる。当該金額は、関連する補足条件書にそのよ

うに記載されている場合には当該終了直前のプログラム上の社債の公正な市場価値（かかる事

由の結果、発行会社又はその指定する関連会社がプログラム上の社債又は関連するヘッジ契約

若しくは出資取引に関して負担した合理的な費用を十分に勘案して、調整される。）となる。

かかる期限前終了の結果、プログラム上の社債権者はその投資の全部又は一部に損失を被るお

それがあり、その場合には、当該プログラム上の社債に対する将来的な支払利息を享受できな

い。 

プログラム上の社債の価値及び取引価格に影響を及ぼす一定の要因 

満期前のプログラム上の社債の価値は多数の要因、すなわち（ⅰ）プログラム上の社債の取

引価格、（ⅱ）参照資産のレベル及び変動性、（ⅲ）満期までの残存期間、（ⅳ）中間金利及び

配当利回りの変動、（ⅴ）為替レートの変動、並びに（ⅵ）関連する取引費用に左右されるこ

とが予想される。これらの要因の結果、プログラム上の社債権者が満期前にプログラム上の社

債を売却できる価格は、プログラム上の社債に投資した当初の金額を下回る可能性がある。か

かる各要因は相互に複雑な形で関連している（例えば、ある要因は、他の要因によって生じた

プログラム上の社債の取引価値の増加を相殺してしまう可能性がある。）。投資家は、プログラ

ム上の社債の価値が、以下の一又は複数の要因により不利な影響を受けるかもしれないという

リスクに晒されている。 

(ⅰ) 参照資産のレベルの変動 

参照資産のレベルの変動は、プログラム上の社債の価値に影響を及ぼす可能性がある。プ

ログラム上の社債の投資家はそれと同時に、プログラム上の社債の満期又は期限前償還され

る日までの残存期間中における参照資産のレベルの変動についての予測が、プログラム上の

社債に関して支払われる金額に悪影響を及ぼすというリスクにも晒されている。参照資産の

レベルは時間と共に変化することがあり、マクロ経済の要因や投機等の各種要因を参照して

増減する可能性がある。 

(ⅱ) 利率 

利率の上昇は参照資産のレベルの低下、ひいてはプログラム上の社債の価値の低下を招く

おそれがある。 

(ⅲ) 参照資産の変動性 

参照資産のレベルにおける市場変動の規模と頻度が増加又は減少すると、プログラム上の

社債の取引価値が不利な影響を受ける可能性がある。 

(ⅳ) 満期までの残存期間 

プログラム上の社債は、利率のレベル及び参照資産のレベルに基づき予想される価値を上

回る価値で取引される場合がある。かかる差異は、プログラム上の社債の満期前の期間にお
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ける利率及び参照資産のレベルに関する期待から生じる「タイム･プレミアム」を反映して

いる。プログラム上の社債ヘの投資家は、プログラム上の社債の償還までの残存期間が減少

するにつれ、このタイム・プレミアムは減少する可能性があり、プログラム上の社債の価値

に悪影響を及ぼすリスクがあることに留意すべきである。 

価格決定 

評価過程の一環として、プログラム上の社債は、参照資産のレベルや価値の観測が行われる

時間と場所（証券取引所その他）を指定することができる。参照資産のレベルや価値がどのよ

うに計算されるかにより、当該参照資産のレベルや価値は取引日を通じて変動する可能性があ

り、急激に変化することがある。従って、プログラム上の社債の収益は、特に評価時間と評価

方法の選択に反応する可能性があることに投資家は留意すべきである。証券取引所その他の場

所において、ある特定の時間における原資産の価値の確定に使用される「価格発見」方法は、

取引日を通じて統一されていない可能性がある。これにより、プログラム上の社債のいずれか

の発行価額が影響を受ける場合がある。例えば、証券取引所は始値又は終値を設定するために

オークションを実施することがあり、営業時間外取引の特徴や取引参加者は、通常の営業時間

内の取引とは異なる場合がある。 

潜在的な利益相反 

発行会社の一定の関連会社又は発行会社自体が、（ⅰ）プログラム上の社債の発行に基づく

発行会社の義務のヘッジについてのカウンターパーティとなる可能性があり、（ⅱ）プログラ

ム上の社債に関する決定及び計算について責任を負う計算代理人となる可能性があり、また

（ⅲ）参照資産を参照するプログラム上の社債の購入又は保有とは一致しない意見を表明する

又は推奨を行う調査報告書を発表する場合がある。従って、発行会社又はその関連会社の間で、

また発行会社又はその関連会社の利益とプログラム上の社債所持人の利益の間の両方に、一定

の利益相反が生じるリスクがある。 

手数料及びヘッジ費用 

プログラム上の社債の当初の発行価格には、発行会社及び/又はその関連会社が請求する販

売手数料又は費用及びプログラム上の社債に基づく発行会社の義務をヘッジする費用（見積費

用を含む。）が含まれている場合がある。従って、発行により、発行会社又はその関連会社が

流通市場で投資家から購入したいとするプログラム上の社債の価格（もしあれば）は、当初の

発行価格を下回るおそれがある。また、かかる費用、手数料及びヘッジ費用は、プログラム上

の社債の期限前償還により支払われる償還金額から控除されることがある。さらに、かかる価

格は、当該補償その他の取引費用の結果として、発行会社又は関連会社が使用する価格決定モ

デルにより決定される価額とは異なることがある。 

一般的な経済条件がプログラム上の社債に及ぼす影響 

債務証券市場は、欧州その他の国々や地域における経済及び市場状況、金利、為替レート並

びにインフレ率の影響を受ける。その他の地域で生じた事態が市場変動を引き起こさない、又

はかかる市場変動がプログラム上の社債の価格に悪影響を及ぼさない、又は経済及び市場状況

がその他の悪影響を及ぼさないという保証はできない。 
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計算代理人の裁量及び評価 

支払利息（該当する場合）及び/又は償還に関する支払金の計算は、証券取引所その他の値

付けシステムにおいて公表される一定の指定されたスクリーン･レート、レベル又は価額を参

照することがあり、かかるレート、レベル又は価額が関連する時間に表示されない場合には、

誠実に行為する計算代理人がその単独かつ絶対的な裁量により決定するレート、レベル又は価

額（場合に応じて）を参照することがある。プログラム上の社債は、一定の状況においては予

定されている満期より前に、計算代理人が決定する金額で償還されることがあるが、かかる金

額は元本金額を下回る可能性がある。従って、プログラム上の社債の投資家にとっては、プロ

グラム上の社債に基づく支払いの計算及びその他の決定は、一当事者（発行会社それ自体又は

その関連会社の場合がある。）により 終的に決定され、かかる計算や決定に異議を申立てる

ことができないリスクが存在する。 

計算代理人は、調整条件の設定にその独自モデルの使用を許可される場合があり、投資家に

とっては、調整結果を前もって予測することが困難なことがある。この場合、評価モデルの適

用についての専門知識がなければ、投資家は、プログラム上の社債に基づく支払いに行われた

調整が正当であり、プログラム上の社債の発行条件とも一致していることを証明することが困

難になるリスクが存在する。 

プログラム上の社債に関して計算代理人が行った計算及び決定はすべて、（関連する決定が

行われた時点で明白な誤りがある場合を除き、） 終的なものであり、発行会社及びすべての

プログラム上の社債権者を拘束するものとする。計算代理人はプログラム上の社債権者に対す

る義務はなく、プログラム上の社債の要項に従い拘束されることが明示されている義務のみを

有するものとする。 

為替変動リスク及び為替管理リスク 

発行会社は、一般に、プログラム上の社債に関する金額を決済通貨（関連する補足条件書に

記載される。）で支払いを行う。その結果、様々な潜在的な為替変動リスクが存在することか

ら、プログラム上の社債への投資家はこれらを考慮する必要がある。 

投資家が、決済通貨で支払われた金額を投資家通貨に転換する場合 

投資家が、プログラム上の社債に基づきなされた支払いを決済通貨から自ら選択する通貨

（以下「投資家通貨」という。）に転換する必要があると考える場合（例えば、投資家のその

他の義務が投資家通貨で支払われる場合）には、決済通貨から投資家通貨への転換に当該投資

家が支払わなければならない為替レートが好ましくなくなった場合、投資の価値が減少するお

それがある。 

いつでも決済通貨に対する投資家通貨の価値が上昇した場合には、（ⅰ）投資家に支払われ

る償還価額及び（ⅱ）プログラム上の社債の市場価格は、いずれもその時点で投資家通貨に転

換された場合に減少する。その結果、投資家がプログラム上の社債に関して受領する金額は、

転換により予想又はゼロを下回るおそれがある。 

通貨換算に伴う重大なリスク 

通貨換算に伴う重大なリスクには、換算レートが大きく変動する（決済通貨に対する投資家

通貨の価値の上昇に起因する変動を含む。）リスクが含まれる。プログラム上の社債の期間中

に、当該ある通貨の他の通貨に対する価値が上がるか又は下がるかを予測するのは不可能であ

る。 
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為替管理リスク 

プログラム上の社債の投資家は、政府や通貨当局等、投資家通貨又は決済通貨への管轄権を

有する当局が、（いくつかの当局が過去にも行ったように）為替管理を課す又は変更する可能

性があり、それにより適用為替レートや国内又は国外への資金移転に悪影響が及ぶリスクにも

注意を払うべきである。プログラム上の社債の期間中に、当該ある通貨の他の通貨に対する価

値が上がるか又は下がるかを予測するのは不可能である。為替管理又は為替制限の結果、発行

会社はプログラム上の社債における支払いを決済通貨で行うことができない場合があり、その

場合には、プログラム上の社債に基づく支払金額に相当する金額を米ドルその他の通貨で支払

うことになる。従って、プログラム上の社債への投資家は、将来的な決済通貨の値上がりを享

受できないことになる。さらなる詳細については、「新興市場に関するリスク」を参照された

い。 

ヘッジに関する一定の検討事項 

参照資産への投資に伴う市場リスクをヘッジするためにプログラム上の社債を購入する予定

の投資家は、プログラム上の社債の価値は、プログラム上の社債が関係している参照資産の価

値とは必ずしも連動しないリスクがあることを認識すべきである。プログラム上の社債の需要

と供給は変化するため、プログラム上の社債の価値は参照資産の動きに連動するという保証は

ない。さらに、償還の数式には上限が設定されることがある。従って、ヘッジ手段としてプロ

グラム上の社債に投資する投資家は、かかる価値の相違から生じるリスクに晒される可能性が

ある。 

法の変更 

プログラム上の社債の要項は、募集目論見書の作成日におけるイングランド法及び英国税法

に基づいている。プログラム上の社債の要項の解釈及び/又は効力が、プログラム上の社債の

所持人の契約上の権利に重大な悪影響を及ぼす形で変更されるかもしれないというリスクが存

在する。 

募集目論見書の日付より後に出される可能性のある司法の判断又は英国法若しくは行政上の

慣行の変更による影響に関しては、保証の限りではない。 

振替システム 

プログラム上の社債は、関連する補足条件書に記載されている関連する決済システムによっ

て又はそれに代理して保有されるため、投資家は、その持分を当該関連決済システムを通じて

のみ取引することができる。 

投資家は、譲渡、支払い及びプログラム上の社債における支払いを受けるための発行会社と

の情報のやりとりに関しては、決済システム等の手続きに依拠しなければならない。 

そのため、投資家は、本社債に基づく支払いが遅れたり、帳簿又は登録への記入が不正確に

なされることの結果として、投資家が保有する社債の所有権を主張することが困難になる等の、

決済手続上の誤りによって生じるリスクに晒される。 

発行会社は、大券の持分に関する記録やそれに対する支払いの記録を行う責任や義務を負わ

ない。プログラム上の社債権者は、プログラム上の社債に関し直接の議決権を有せず、代わり

に、関連する決済システムによって許される範囲で適切な代理人を任命することができる。 
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修正、権利放棄及び債務引受け 

プログラム上の社債への投資家のリスクとして、発行会社が以下のいずれかに該当すると判

断した場合には、プログラム上の社債の要項の条件の修正がプログラム上の社債権者の同意な

く行われることがある。 

・ 修正が、プログラム上の社債権者全体の利益に重大な損害を及ぼすものではないこと 

・ プログラム上の社債の修正が、形式的、微細若しくは技術的なものである場合、明白な

誤りを正す場合又は発行会社が設立された法域の強行法規を遵守するために行われる場

合 

・ プログラム上の社債の要項が、関連するプログラム上の社債に関するタームシートと整

合しない場合 

また、プログラム上の社債権者の義務が、発行会社以外の主債務者によって保有されるビジ

ネス上のリスクがある。プログラム上の社債は、発行会社の保証を条件として、発行会社がそ

の関連会社に発行会社の主債務者としての地位を承継させること（債務引受け）を認めている。 

欧州破綻処理制度 

2014 年７月２日、金融機関及び投資会社の再建・破綻処理に関する欧州全域での枠組みを

設けるための指令（以下「再建・破綻処理指令」又は「RRD」という。）が発効した。ある一定

の RRD の条項は、金融機関及び投資会社の持株会社にも適用される可能性がある。表明されて

いる RRD の目的は、金融の安定性を守り、納税者が損失を被るリスクを 小限に抑えるために、

関連英国破綻処理当局などの監督機関に、金融危機に先制的に対処するための共通のツール及

び権限を与えることである。 

RRD により監督機関へ付与されることが提案されている権限には、「資本性証券の元本削減

及び転換」の権限と「ベイルイン」の権限が含まれる（これらに限られない。）。資本性証券の

元本削減及び転換の権限は、関連英国破綻処理当局が、当該金融機関は存続不可能であると決

定した場合に用いられることがある。この権限は、破綻処理の開始前に用いることができ、ベ

イルイン権限よりも前に用いなければならない。この権限を用いて元本を削減する場合は、元

本の削減請求に関する損失吸収の優先度を反映させなければならない。このため、劣後債に影

響する前に、普通株式のすべてを元本削減しなければならない。資本性証券の元本削減及び転

換の権限を用いる場合、元本削減は永続的で、投資家への支払いはなされない（ただし、元本

削減をする証券の保有者に、Tier 1 普通株式を発行しなければならない場合もある）。資本性

証券の元本削減及び転換の権限は、「債権者が清算手続きを適用した場合よりも不利にならな

い」というセーフガードには影響されない。 

ベイルイン権限により、関連英国破綻処理当局には、破綻した金融機関又はその持株会社の

特定の無担保債務（本社債を含む。）の元本又はこれに対する持分の全部又は一部を取り消す

権限、及び／又は特定の債務（本社債に関して支払われるべき金額である可能性がある。）を、

存続会社の普通株式など他の証券（もしあれば）に転換する権限が与えられ得る。RRD では、

関連英国破綻処理当局は、通常の損失吸収の順番とは異なる、特定の優先順位に従って「ベイ

ルイン」権限を適用しなければならないものとしている。特に、RRD では、関連英国破綻処理

当局が、(i) 追加 Tier 1、(ii) Tier 2、(iii) その他劣後債務、(iv) 適格なシニア債の順

に、債務の元本削減又は転換を実施するよう求めている。 
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RRD に基づく措置の大部分（資本性証券の元本削減及び転換の権限を含む）は、2015 年 1 月

1 日から施行され、ベイルイン権限は 2016 年 1 月 1日までに施行される必要がある。ただし、

以下の「銀行法」の項で議論するとおり、英国において、ベイルイン権限は 2014 年 12 月 31

日付で導入された。 

RRD に基づくベイルイン権限の行使は、一定の前提条件に服するが、関連英国破綻処理当局

が、かかる権限を発行会社及びその発行する有価証券（本社債を含む。）に関して行使するに

当たり、考慮すべき特定のファクター（発行会社のコントロール外のファクターや発行会社に

直接関連しないファクターも含むがこれらに限定されない。）にはいまだ不明確さが残る。さ

らに、関連英国破綻処理当局は、いつどのようにベイルイン権限を行使するかにつき、広い裁

量を有するため、発行会社の有価証券（本社債を含む。）の保有者は、ベイルイン権限の行使

の可能性や、それに続く発行会社及びその有価証券（本社債を含む。）への潜在的影響につき

予測するための公開基準を参照することができないかもしれない。 

「資本性証券の元本削減及び転換」の権限や「ベイルイン」権限に加えて、RRD に基づき次

の権限が関連英国破綻処理当局に付与されることが現在提案されている。(i) 株主の同意を求

めずに、又はそうでなければ適用される手続要件を満たさずに、商業的な条件に基づいて、関

連金融機関、又はその事業の全部又は一部の売却を指示する権限、(ii) 関連金融機関の事業

の全部又は一部を「つなぎ金融機関」（当該目的のために設立され、完全又は部分的に公的に

支配される法人）に移管する権限、そして(iii) 不良資産につき、 終的な売却又は秩序だっ

た縮小によってその価値を 大限に高めることを目指して管理できるように、かかる不良資産

をつなぎ金融機関又はいくつかの資産運用会社に移管して分離する権限である。さらに、RRD

は、関連英国破綻処理当局への付与される予定の様々な権限のうち、関連金融機関の負債性証

券又は他の適格な債務の満期日及び／又は利払日を修正する権限、支払いの一時停止、並びに

／又は負債性証券の上場及び取引のための承認を取り消す権限を関連英国破綻処理当局に付与

することを提案している。 

これらの権限の 終的な内容と範囲、またこれらが導入され、権限が行使された場合に発行

会社とその有価証券（本社債を含む。）にどのような影響を及ぼすかは相当程度不透明である。

よって、現時点では、RRD が発行会社及びその有価証券（本社債を含む。）の保有者に与えるす

べての影響を評価することはできない。RRD が導入された場合、現在見込まれている RRD の施

行方法、あるいは関連英国破綻処理当局による措置が、本社債の保有者の権利、本社債への投

資の市場価値及び／又は発行会社が本社債の債務を履行する能力に、重大な影響を及ぼさない

と保証することはできない。 

欧州規則 2013 年第 575 号（以下「CRD IV 自己資本規制規則」という。）の第 518 条は、欧

州自己資本規制指令を補足し、RRD が 2015 年 12 月 31 日までに承認されなかった場合には、欧

州委員会は、発行体の非存続の時点又はその他の破綻処理手続前に、資本性証券が完全に損失

を吸収することを確実にすべく、かかる資本性証券の元本削減及び転換権限を含むように、

CRD IV 自己資本規制規則を改正すべきかどうか再検討及び報告をすることとなる旨規定して

いる。すなわち、仮に RRD が施行されなかったとしても、上記の「資本性証券の元本削減及び

転換」権限に相当する権限が、かかる枠組みの下、導入される可能性は極めて高い。 

従って、RRD によって関連英国破綻処理当局への付与が求められている権限（特に資本性証

券の元本削減及び転換の権限とベイルイン権限）が、発行会社が発行しているすべての有価証

券（本社債を含む。）の市場価値に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、これらの有価証券
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（本社債を含む。）の保有者が投資の全部又は一部を失う可能性がある。さらに価格やボラテ

ィリティなど取引の動きが、これらの権限の使用又はその使用の提案により影響を受けること

がある。この結果、そのような状況では、本社債は必ずしも、他の種類の有価証券の取引の動

きに追随するわけではない。 

銀行法 

発行会社は、2009 年銀行法（以下「銀行法」という。）に基づく「特別破綻処理制度」の対

象となっている。同制度では、英国の銀行が財政難に直面しているか、又は直面するおそれの

ある場合に、当該銀行、その親会社及び他のグループ会社に関する広範な権限が、英財務省、

イングランド銀行、健全性監督機構及び金融行為規制機構に対して付与される。これらの権限

には、以下の事項を行う権限が含まれる。(i) 英国の銀行又はその親会社が発行した有価証券

の全部又は一部、又は英国の銀行又はその親会社の財産、権利及び負債の全部又は一部（発行

会社が発行したプログラム上の社債を含む。）を、民間の購入者、又は（有価証券の場合）英

財務省若しくは英財務省に指定された者、若しくは（財産、権利及び負債の場合）イングラン

ド銀行が所有する事業体に移管すること、(ii) デフォルト条項、約束又はその他の契約（契

約の終了や支払義務の履行の繰上げ請求を相手方に可能にする規定を含む。）を無効にするこ

と、(iii) 英国の銀行に関し、特定の新たな破産手続を開始すること、及び(iv) 英国の銀行

又はその親会社とそのグループ会社（グループのメンバーではなくなった会社を含む。）との

間の契約上の義務を、合理的な対価で、無効とし、修正し、又は契約上の義務を課すことによ

り、当該銀行の譲受人又はその承継銀行が効率のよい運営を行えるようにすること。また銀行

法は、英財務省が特別破綻処理制度の権限を効果的に行使できるよう、法律にさらなる修正

（遡及的効力を含む。）を加える権限を英財務省に付与している。 

これらの権限は、本社債が、RRD に基づく「ベイルイン」権限の議論で先に述べたのと同じ

ように、損失を吸収するような方法で用いられる可能性がある（上述の「欧州破綻処理制度」

を参照のこと。） 

さらに、銀行法は、英国破綻処理当局が利用することが可能なベイルイン・オプションを含

むよう改正された。これらの改正は、英国において RRD を施行し、2014 年 12 月 31 日付で有効

となった。 

プログラム上の社債に関する税務上の取扱い 

プログラム上の社債にかかる取引には、プログラム上の社債の購入を予定する者において、

当該購入予定者の状況と譲渡税や登録税に関する法律から特に影響を受ける租税効果が生じる

可能性がある。 

日本の税務当局はプログラム上の社債についての日本の課税上の取扱いについて明確にして

いない。上記「８．課税上の取扱い、日本国の租税」の項を参照のこと。また、将来、日本の

税務当局が現状の取扱いとは異なる取扱いを決める可能性がある。潜在的な投資家は、各投資

家の状況に応じて、プログラム上の社債に投資することによるリスクやプログラム上の社債に

投資することが適当か否かについて各自の会計・税務顧問に相談することが望ましい。 

米国－FATCA 源泉徴収 

2016 年 12 月 31 日以降、プログラム上の社債についての又はこれに関する支払いが FATCA

源泉徴収の対象となる場合がある。 



 - 30 -

プログラム上の社債が大券によって表章され、ユーロクリア・バンク・エス・エー/エヌ・

ヴィ又はクリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム（以下「ICSD」と総称する。）

によって保管されている間は、いかなる場合（ほぼありそうもないが例外を除く。）において

も、FATCA 源泉徴収が、ICSD の受領する支払金額に影響するとは考えられない。ただし、 終

的投資家へとつながるその後の一連の支払いにおいてカストディアン又は仲介業者に対してな

された支払いは、当該カストディアン又は仲介業者が一般に FATCA 源泉徴収のない支払いを受

領できない場合には、影響を受ける場合がある。 終的投資家が FATCA 源泉徴収のない支払い

を受領できない金融機関の場合又は FATCA 源泉徴収のない支払いを行うために必要な情報、様

式その他の書類又は同意を、 終的投資家がブローカーに提供しなかった場合には、 終的投

資家に対する支払いにも影響が及ぶ可能性がある。投資家は、注意してカストディアンや仲介

業者を選任し（各々が、FATCA 源泉徴収その他これに関する法律又は契約を遵守していること

を確認する。）、かかるカストディアン又は仲介業者が FATCA 源泉徴収のない支払いを行えるよ

う必要な情報、様式その他の書類又は同意を、カストディアン又は仲介業者に提出すべきであ

る。投資家は各自の税務顧問に相談し、FATCA 源泉徴収についてさらに詳しい説明を求め、

FATCA 源泉徴収がどのように投資家に影響するのか説明してもらうべきである。発行会社は、

（プログラム上の社債の登録保有者としてその名義人を通じて）ICSD のために共通預託銀行又

はコモン・セーフキーパーに支払いを行った時点でプログラム上の社債における義務を免れる。

従って、その後、ICSD 及びカストディアン又は仲介業者を通じて送金された金額については、

発行会社は責任を負わない。 

取引単位についての制限 

関連する補足条件書に規定されている場合、投資家は、本社債の行使又は売却を行う１回あ

たりの 小取引単位又は対価の総額を指定して、これを提示又は転売しなければならない。従

って、指定された 小取引単位又は対価の総額を下回る本社債を有する投資家は、自らの投資

を現金化するために、（いずれの場合も取引費用を負担した上で）かかる本社債を売却又は追

加購入しなければならない。また、かかる本社債の投資家には、本社債の取引価格と本社債の

満期償還額又は期限前償還金額（場合による。）との間に差が発生するリスクがある。 

関連する補足条件書に規定されている場合、基本となる参照資産の現物引渡しにより決済さ

れる本社債は、引渡しが行われる関連する参照資産の数が、関連する証券取引所が適宜指定す

る証券取引所その他当該参照資産が取引されている市場において取引が許容される当該関連参

照資産の 低額（以下「 低取引額」という。）の整数倍に等しくなるような金額によっての

み、かかる本社債の行使又は償還（場合による。）が行われる可能性がある。かかる現物引渡

しが行われる本社債の所持人の行使によっても、関連する 低取引額の整数倍に等しい数の関

連参照資産の購入ができない場合には、当該所持人は、 低取引額を 大整数倍した金額に相

当する 大数の関連参照資産を受領し、残存する参照資産に関しては、発行会社の選択により、

その代わりとなる発行会社が単独かつ絶対的な裁量により決定する支払いを受けることができ

る。ただし、かかる支払いが 低基準額である場合には、所持人は残存する本社債に関して何

も受領しない。従って、所持人が投資を現金化するためには、（いずれの場合も取引費用を負

担した上で）本社債を売却又は追加購入しなければならない。 

期限前終了のリスク（ノックアウト・リスク） 

ある一定の種類の本社債に関しては、関連する補足条件書に記載されている一定の条件が充

足された場合には、強制的に期限前償還又は終了が発生する。従って、投資家は、ある一定の
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種類の本社債は償還期限又は失効日（場合による。）の前に終了する場合があることに注意す

べきである。結果的に、かかる本社債への投資家は、基本となる参照資産の価値の上昇又は価

値の下落（場合による。）に加えて、将来的な利息その他の支払いを得られない可能性がある。 

(b) プログラム上の社債に関連するリスク 

一 般 

プログラム上の社債への投資は投機的であり、かなりのリスクを伴っている。プログラム上

の社債権者は、場合によっては関連する補足条件書に記載されている 低償還金額しか得られ

ず（該当する場合）、投資の一部又は全部を失う可能性があることを理解すべきである。参照

資産にリンクしたプログラム上の社債の場合、参照資産のレベル及び/又は価値を参照して決

定されるプログラム上の社債の投資収益は変動の影響を受け、伝統的な債務証券に投資した場

合に得られる金額を下回る可能性がある。参照資産のレベル及び/又は価値の変動は予測が不

可能である。関連する補足条件書に記載がある場合には、プログラム上の社債は参照資産のレ

ベル及び/又は価値を参照のうえ期限前償還されることがある。償還の場合、プログラム上の

社債は補足条件書に定める方法で償還することができ、一定の場合には、他の証券と交換する

ことができる。 

大幅な割引債又はプレミアム債 

券面額を大幅に割り引いて又はプレミアムを付して発行されるプログラム上の社債の市場価

値は、金利の一般的な変動に関連し、伝統的な利付有価証券に比べてより変動する傾向にある。

かかる投資家は、プログラム上の社債の価値に悪影響を及ぼすリスクに晒されている。一般的

に、プログラム上の社債の償還期限までの残存期間が長い方が、満期が同時期の伝統的な利付

有価証券と比べて、より価格の変動が激しい。 

プログラム上の社債は期限前償還されることがある 

英国税の又はこれを理由とする源泉又は控除により、発行会社がプログラム上の社債のいず

れかのトランシェに関して支払う金額を増加せざるを得ない場合には、プログラム上の社債の

要項に従い残存するプログラム上の社債すべてを償還することができる。関連する補足条件書

に記載がある場合、かかる場合に発行会社が支払う金額は、プログラム上の社債に投資された

金額又はプログラム上の社債について当該償還が行われなければプログラム上の社債に基づき

受領したはずの金額を下回る可能性があり、投資家はプログラム上の社債に関する利払い（も

しあれば）をそれ以上受けることができない。プログラム上の社債権者は、当該償還後に生じ

る可能性のある参照資産の価値又はレベルの上昇による恩恵は享受できないことになる。 

額面が倍数のプログラム上の社債 

プログラム上の社債の額面が、 低額面金額にそれより少ない金額の整数倍を加えたもので

あると定められている場合、プログラム上の社債は振替システムにおいて、 低額面金額を上

回るものの 低額面金額の整数倍ではない金額で取引が行われる可能性がある。この場合に確

定社債券の発行が求められたときは、かかる金額での取引の結果として 低額面金額に満たな

い券面額を保有するプログラム上の社債権者は、その保有に関して確定社債券を受領できない

ことがあり、保有額が 低額面金額又はその整数倍に達するようプログラム上の社債の券面額

を購入する必要が生じる。 
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期限の利益喪失事由の発生により、支払いが遅滞又は減額される可能性がある 

プログラム上の社債に関する期限の利益喪失事由（プログラム上の社債の要項に定義されて

いる。）発生後、計算代理人がプログラム上の社債の支払期限が直ちに到来した旨の決定を行

った場合には、投資家はプログラム上の社債の額面金額全額を得ることはできず、その権利は、

適用ある補足条件書に記載されている元本金額の一部及び（もしあれば）未払利息に限られる。 

プログラム上の社債権者集会 

プログラム上の社債の要項には、プログラム上の社債権者の利益一般に影響を及ぼす事項を

検討するためにプログラム上の社債権者集会を召集するための規定が含まれている。これらの

規定は、定義されている数の大多数のプログラム上の社債権者の意思が、関連するプログラム

上の社債権者集会に出席せず、投票を行わなかったプログラム上の社債権者及び大多数とは異

なる投票を行ったプログラム上の社債権者も含むすべてのプログラム上の社債権者を拘束する

ことを認めている。従って、プログラム上の社債の投資家には、同意なくプログラム上の社債

の要項が修正されるかもしれないというリスクが存在する。 

固定金利債券に特有のリスク 

固定金利のプログラム上の社債への投資は、その後の市場金利の変動により固定金利のプロ

グラム上の社債の価値に悪影響を受けるリスクを伴っている。関連するプログラム上の社債に

関して支払われる固定金利を市場金利が上回る場合には、投資家は利益を得ることができない。 

プログラム上の社債の利率の影響 

プログラム上の社債への投資家は、その後の利率の変更がプログラム上の社債の価値に悪影

響を及ぼす可能性があるというリスクに晒されている。プログラム上の社債への投資は、プロ

グラム上の社債の額面通貨に関する金利リスクを伴っている。マクロ経済、政府、投機及び市

場心理等の各種要因が金利に影響する。これらの変動は、プログラム上の社債の価値に影響を

及ぼすおそれがある。 

(c) 新興市場に関連するリスク 

発行されたプログラム上の社債は、新興市場に所在する参照資産に関連している場合がある。

かかるプログラム上の社債への投資家は、新興市場は先進国市場より大きなリスクに晒されて

いることに注意すべきである。従って、新興市場国にリンクした参照資産のレベル又は価値は

不安定となるおそれがあり、かかるプログラム上の社債への投資は、その他のより経済が確立

された国にリンクしたプログラム上の社債への投資には、通常、伴わない追加的なリスクを伴

い、特別な検討を要する。 

発行会社は以下のリスクを重大だと考えている。 

(ⅰ) 為替管理及び利益の本国送金 

大半の新興市場国は、国内及び国外への送金並びに現地通貨の兌換性に影響する為替管理

を実施している。海外投資家が当局の許可なく投資利益や投資売却手取金を本国送金するこ

とに、制限を課している国もある。多くの通貨は「半転換可能」であるが、通貨の転換がで

きない場合もある。プログラム上の社債の潜在的な参照資産が新興市場国にリンクしている

場合又はプログラム上の社債の額面が新興市場国通貨である及び/若しくは新興市場国通貨

で決済される場合には、プログラム上の社債への投資家は、かかるプログラム上の社債が決

済通貨に転換できなくなったか又は半転換可能になった場合には、関連する補足条件書に
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「代替通貨相当額での支払い」が適用される旨の記載がない限り、プログラム上の社債の

（それぞれの）満期到来時に投資額より少ない額しか返還されないか又は全額返還されない

というリスクがある。 

さらに、潜在的な参照資産への投資価値は、不安定な為替レートや高インフレにより大き

く変動するおそれがある。新興市場は、他の国々よりも為替レートが大きく変動する可能性

がある。 

(ⅱ) 政治リスク 

政治的及び社会的変化のペースは、より発展した市場よりも急速に変化する。これは新興

市場国に共通した特徴であり、中央計画経済から近代的市場経済への移行にしばしば関係し

ている。広範囲に及ぶ法律及び政治改革が新たな組織的及び社会的緊張につながることは避

け難く、不安定な状態が続いたり、市場改革に対する反応さえ生じる可能性は無視できない。

かかる不安定性が投資家による特定の新興市場への投資を妨げる可能性があり、その場合に

は基本となっている参照資産の市場価値は低下し、結果的にプログラム上の社債の市場価値

やプログラム上の社債に基づき支払われる金額が減少することがある。 

また、他の国々に比して独特の各新興市場の政治的立場や外交上の地位（例えば、北朝鮮

と韓国の間の潜在的緊張及び中国と台湾の間の潜在的緊張）は、他の市場に比べてかかる新

興市場の株式及び債券市場をさらに不安定なものにし、世界又は地域の経済的及び政治的発

展に対する価格の反応をより敏感にしてしまうおそれがある。このように価格が不安定にな

ることで、プログラム上の社債の取引価格（プログラム上の社債の残存期間中）やプログラ

ム上の社債に基づき支払われる金額は予想より少なくなることがある。 

新興市場において外国投資を奨励する方針は、破棄又は無効とされる特別のリスクがある。

外国投資に課された制限又は新興市場に投資された資本の本国送金に関する制限は、発行会

社及び/又はその関連会社が支払う取引費用を増加させることがあるが、かかる費用は投資

家に転嫁されるため、結果的に、期限到来時にプログラム上の社債に基づき支払われる金額

が減少する可能性又は発行会社にプログラム上の社債の期限前償還を行う権利を与える可能

性がある。このような制限は、政治的なレベルでは、民営化事業の再国有化や民間財産の収

用を補償なしに行うことにつながりかねず、参照資産にマイナス影響を及ぼす可能性がある。 

(ⅲ) 経済リスク 

個々の新興市場国の経済は、GDP 成長率、インフレ率、為替レートの不安定性、通貨価値

の下落、資本の再投資、資源の自給率、支払状態の収支等の点に関して、先進国経済とは良

くも悪くも異なっている可能性がある。過去において、多くの新興市場国の市場は、主要国

通貨に対する大幅な為替レートの下落、金利及びインフレ率の上昇、経済成長率の低下、外

国通貨債務の増加、会社倒産、上場株式の市場価格の下落、政府による緊縮財政政策の実施

を始めとする経済的に著しく不利な展開を経験してきている。これらの経済要因はすべて、

参照資産の価値とパフォーマンス、ひいてはプログラム上の社債の価値に悪影響を及ぼす可

能性がある。 

(ⅳ) 制限及び管理 

プログラム上の社債には、新興市場のある裁判地の政府、政府当局若しくは規制当局又は

証券監督官が参照資産に対して制限や管理を課すリスクがある。かかる制限や管理の結果、

当該参照資産にリンクしたプログラム上の社債に基づく支払いが遅れる可能性が生じたり、

プログラム上の社債の売却、償還又は終了後の決済時にプログラム上の社債に基づく資金さ

え支払われない可能性がある。また、かかる制限及び管理に関連する株式又は債務証券の売

買に関して徴収された租税や手数料が、プログラム上の社債に基づき支払われる金額から控

除されることがある。 
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(ⅴ) 法律及び規制上の枠組み 

近代的な資本市場が適正かつ効率的に機能するために必要な洗練された法律及び規制シス

テムは、一部の新興市場国においてはまだ発展していない可能性がある。従って、投資家の

権利及び法廷での当該権利の強制執行力についての性質及び範囲に関しては、高い法的不確

定性が存在する。成熟した法律システムの大半の要素を現在構成している先進的な法的概念

の多くは、まだ整備されていないか、整備されているとしても法廷での検証はこれからであ

る。程度を問わず、裁判手続の結果を確実に予測することは難しく（しばしば、裁判官自身

が複雑な事業取引についての経験があまり又は全くないため）、また請求が認められた後の

損害裁定額さえ予想は困難である。さらに、債務者の資産の大半が所在する裁判地において、

新興市場の負債に関する判決を受けることも判決を執行することも困難な場合がある。 

新興市場の通貨で決済されるプログラム上の社債に特有なリスク 

発行されたプログラム上の社債は、新興市場の通貨建てであること及び/又はかかる通貨で

決済されることがある。当該プログラム上の社債への投資家は、これらの市場は先進国市場よ

りも大きなリスクに晒されていることに注意すべきである。プログラム上の社債への投資は、

プログラム上の社債がユーロ又は米ドル等のより標準的な通貨で決済される場合の投資には通

常関係しない追加的なリスクを伴っており、特別の検討を要する。 

転換不能、譲渡不能又は非流動性 

新興市場通貨で支払われるプログラム上の社債は、プログラム上の社債に基づく支払期限が

到来した時又は到来する頃に決済通貨が入手不可能であるか、又は発行会社の支配の及ばない

状況により、プログラム上の社債に基づき支払期限の到来した支払義務の履行が発行会社にと

って実行不可能である場合には、発行会社は代替支払通貨（以下「代替支払通貨」という。）

にて当該支払いを行うことができる。かかる状況には、発行会社が決済通貨を入手することを

妨げる為替管理の実施又は通貨市場の混乱が含まれることがある。 

為替レートの変動 

新興市場諸国における政治的及び社会的変化のペースの速さ故に、決済通貨が新興市場国に

リンクしている場合には為替リスクが発生する可能性も増加する。為替レートについては、上

記「プログラム上の社債のすべての発行に伴うリスク－為替変動リスク及び為替管理リスク」

の項に詳細な説明がある。 

(d) 通貨にリンクしたプログラム上の社債に関連するリスク 

為替レートは不安定であること 

為替レートは不安定であり、予測できない。プログラム上の社債への投資家は、満期におい

て支払われるプログラム上の社債の利息又は元金の価値の減少につながる可能性があるため、

指定通貨と基準通貨、額面通貨と決済通貨及び決済通貨と代替支払通貨との間（場合による。）

の著しい為替レートの変動に注意すべきである。結果として、プログラム上の社債の市場価値

が下落する可能性がある。 

為替障害事由 

 プログラム上の社債への投資家は、為替障害事由の発生によって、計算代理人による基本通

貨ペア為替レート及び/又は為替参照レート（場合による。）の決定が、基本通貨ペア決定ペー

ジ又は為替参照レート決定ページを参照することによって当該レートを取得するまでの間、遅

延する可能性があることに注意すべきである。ただし、為替障害事由が当初の決定日後５日間
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継続する場合には、計算代理人は、発行会社の関連するヘッジ取引の清算費用を除いたプログ

ラム上の社債の公正な市場価値と判断した金額を支払金額として、プログラム上の社債の償還

を決定する可能性がある。当該金額は、満期において受け取る予定の金額より低くなり、また、

投資家に損失を与える可能性がある。また、プログラム上の社債が早期に償還される場合には、

投資家は、将来における基本通貨の価値の上昇又は下落による影響を受けない。 

インデックスリンク債及び二重通貨プログラム上の社債等 

発行会社は、プログラム上の社債の額面通貨とは異なる一又は複数の通貨で元本又は利息の

支払いが行なわれるプログラム上の社債（以下「二重通貨プログラム上の社債」という。）を

発行することができる。潜在的な投資家は、以下の点に注意すべきである。 

(ⅰ) 当該プログラム上の社債の市場価格は非常に不安定である。 

(ⅱ) 元本又は利息の支払いが、予定とは異なる時期又は異なる通貨でなされる可能性がある。 

(ⅲ) 投資家は、元本及び/又は利息の支払いの全部又は重要な部分を失う可能性がある。 

(ⅳ) 該当する通貨は、利率、通貨又はその他の指数の変更と関係なく、著しく変動する場合

がある。 

(ⅴ) 該当する通貨に変更する時期は、基準値が投資家の予測通りだったとしても、投資家が

受け取る実利の発生に影響する可能性がある。一般に、該当する通貨への早期の変更は、

利益の発生により大きな影響があるとされる。 

 

第３【第三者割当の場合の特記事項】 
 

該当事項なし。 
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第二部【公開買付けに関する情報】 
 

該当事項なし。 
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第三部【参照情報】 
 

第１【参照書類】 
 

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下

に掲げる書類を参照すること。 

 

１【有価証券報告書及びその添付書類】 

事業年度（自 平成 25 年１月１日 至 平成 25 年 12 月 31 日） 

平成 26 年４月 30 日関東財務局長に提出 

 

２【四半期報告書又は半期報告書】 

半期報告書（自 平成 26 年１月１日 至 平成 26 年６月 30 日） 

平成 26 年８月 27 日関東財務局長に提出 

 

３【臨時報告書】 

該当事項なし。 

 

４【外国会社報告書及びその補足書類】 

該当事項なし。 

 

５【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】 

該当事項なし。 

 

６【外国会社臨時報告書】 

該当事項なし。 

 

７【訂正報告書】 

該当事項なし。 

 

第２【参照書類の補完情報】 

 

 当行は、2015 年２月 23 日、英国において、2014 年 12 月 31 日に終了した年度に関するアニュアル

レポートを公表した。当該アニュアルレポートに含まれている情報は参照書類には反映されていない。

当該アニュアルレポートの重要部分の日本語訳が、本書添付の「有価証券報告書の提出日以後に生じ

た重要な事実」と題する書面に記載されている。 
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第３【参照書類を縦覧に供している場所】 
  

該当事項なし。 
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第四部【保証会社等の情報】 
 

該当事項なし。 
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「発行登録」の利用適格要件を満たしていることを示す書面 

 

2014 年４月 15日 

関東財務局長 殿 

会社名  エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー 

代表者の役職氏名   会社秘書役 ニコラ・スザンヌ・ブラック 

  副会社秘書役 ルイザ・ジェーン・ジェンキンソン 

 

 

１ 当社は１年間継続して有価証券報告書を提出している。 

 

２ 当社は、本邦において発行登録書の提出日（平成 26 年４月 28 日）以前５年間にその募集

又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又

は交付された社債券の券面総額又は振替社債の総額が 100 億円以上である。 

 

（参考） 

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー第１回円貨社債（2009） 

（平成 21年９月 29日発行） 

券面総額又は振替社債の総額    898 億円 
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有価証券報告書の提出日以後に生じた重要な事実 

財務の要約 

連結損益計算書のサマリー 

単位 百万ポンド 

 2014年  2013年 

正味受取利息 6,629  6,961

正味受取手数料 3,266  3,336

トレーディング収益 1,609  2,373

公正価値評価の指定を受けた金融商品からの純収益 371  900

金融投資による純収益 321  100

正味保険料収入 1,823  2,022

その他営業収益 183  176

営業収益合計１ 14,202  15,868

正味支払保険金、支払給付金及び保険契約準備金の変動 (2,316)  (3,028)

正味営業収益(貸倒損失及びその他の信用リスク引当金控除前) 11,886  12,840

貸倒損失及びその他の信用リスク引当金 (449)  (971)

正味営業収益 11,437  11,869

営業費用合計１ (9,487)  (8,575)

営業利益 1,950  3,294

関連会社及び合弁事業における利益持分 3  —

税引前当期純利益 1,953  3,294

法人所得税費用 (564)  (754)

当期純利益 1,389  2,540

親会社株主に帰属する利益 1,354  2,495

非支配資本持分に帰属する利益 35  45

  

１ 営業収益合計及び営業費用合計には、下記の「業績と事業のレビュー」に詳述される重要な項目も含まれる。 
 

業績のレビュー 

当行とその子会社は、1,953百万ポンドの税引前当期純利益を計上した。これは、2013年に比べ

1,341百万ポンド（41％）の減少である。 

税引前当期純利益の減少は主に、英国消費者信用法（CCA）遵守状況の進行中の調査から発生し

た引当金や、外国為替調査に関連する和解及び引当金を含む、複数の重要な項目によるもので

ある。さらに、グローバル・バンキング・アンド・マーケッツ（GB&M）におけるマーケッツか

らの収益の減少及びリテール・バンキング・アンド・ウェルス・マネジメント（RBWM）の保険

収入の低下も要因となった。 
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当行グループのプロセス及び手続の合理化は、引き続き行われている。当該合理化は、持続可

能な方法により、複雑な構造を排除し、コストを引き下げることが企図されている。これら事

業その他の取組みにより、合計72百万ポンドの再編費用が発生したが、約312百万ポンドの持続

的なコスト削減をもたらしている。 

RBWMでは、英国の住宅ローン市場における仲介機関を通じた資金調達に対する要望の拡大を受

けて、当行グループは特定の仲介機関を含めることにより住宅ローンの販売チャンネルを拡大

した。フランスでは、当行グループの住宅ローンが引き続き堅調に伸長している。トルコでは、

規制当局が当座貸越及びクレジットカードへの金利キャップを課し、収入に影響を与えた。 

コマーシャル・バンキング（CMB）では、英国における貸付全体において、新規貸付、借換えの

いずれも2013年に比べ引き続き成長した。さらに、ビジネス・バンキングで中小企業顧客向け

にさらなる支援と貸付を提供するキャンペーンを開始した。グローバル・トレード・アンド・

リシーバブルズ・ファイナンスでの貸付も伸びた。フランスでは、ペイメンツ・アンド・キャ

ッシュ・マネジメント事業が、欧州諸国全体にわたるユーロ建ての銀行口座振込及び口座自動

引落による決済を行う単一ユーロ決済圏（SEPA）プラットフォームを実施した。さらに、2013

年の中小企業向け基金の好業績を受けて、CMBは、国際的な成長を目指す顧客を支援するために

基金に追加で割り当てを行った。 

GB&Mでは、2013年の事業再編の一環として、当行グループにおけるファイナンス事業すべてを

英国キャピタル・ファイナンシングに集約した。英国バンキング業務に新たに２名の共同責任

者を任命したことにより、当該分野での専門性を強化し、地理的な広がりを拡大した。2014年

には、キャピタル・ファイナンシングのアドバイザリー及び株式資本市場業務が、その取引金

額において市場を凌駕する成長を経験した。フランスでは、欧州で 大のM&A取引の１つにおい

て、GB&Mが単独アドバイザーを務めた。 

グローバル・プライベート・バンキング（GPB）は、ポートフォリオの見直しを行い、金融犯罪

対策コンプライアンス及び税制上の透明性基準を含むグローバル基準を顧客すべてが遵守する

ことを確保することにより、引き続き事業モデルと顧客基盤に調整を加えた。より幅広い当行

グループの連係によって、GPBは引き続き母国市場及び優先市場において顧客に焦点を当てる一

方で、非優先市場においては顧客数を削減した。 

2013年と2014年の業績の比較の際に重要と思われる項目は、下記の「業績と事業のレビュー」

にまとめられている。 

正味受取利息は332百万ポンド（５％）減少した。この減少は、主に2014年CCA遵守状況の進行

中の調査から発生した379百万ポンドの引当金に起因している。かかる引当金を除くと、正味受

取利息は47百万ポンド増加したが、これは主に中長期貸付におけるスプレッドの拡大及び英国

におけるペイメンツ・アンド・キャッシュ・マネジメント業務の預金額の増大によるものであ

る。 

正味受取手数料は70百万ポンド（２％）減少した。英国におけるRBWMの受取手数料収入の減少

は、パートナーシップ契約に基づく支払手数料の増加とともに、当座貸越及び投資手数料の減

少に起因している。かかる減少は、顧客のために引き受けた外国為替業務に関連する他地域に
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おけるHSBCグループ会社に対する支払手数料の減少に起因する、GB&Mにおける受取手数料の増

加により部分的に相殺された。 

トレーディング収益は764百万ポンド（32％）減少した。この減少には、RBWMのフランスにおけ

る住宅ローン・ポートフォリオの非適格ヘッジに関する155百万ポンドのマイナスの公正価値調

整及びGB&Mのデリバティブに係る負債評価調整（DVA）における143百万ポンドの不利な変動等

の複数の重要な項目が含まれている。これらの項目を除くと、GB&Mでのトレーディング純収益

は主にマーケッツ業務に起因して減少した。これには、一定のデリバティブ契約に対し資金調

達公正価値調整（FFVA）を適用したことにより、金利関連業務及びクレジット関連業務に影響

を及ぼした152百万ポンドの費用計上も含まれる。 

外国為替業務における収益も、ボラティリティの低下及び顧客流入の減少を反映して減少した。

さらに、2013年における再評価益の増加に伴い株式業務の収入が減少し、この減少が、顧客流

入の増加及びデリバティブ収入増加による収益の増加を上回ったことも要因となった。 

この減少は、公正価値評価の指定を受けた発行済外貨建て債券に対する経済的ヘッジとして保

有するトレーディング資産に係る外国為替が、2013年に比べ有利に変動したことにより部分的

に相殺されている。これらは、「公正価値評価の指定を受けた金融商品からの純収益」に計上

されている、外貨建て債券に係る外国為替の不利な変動を相殺している。 

公正価値評価の指定を受けた金融商品からの純収益は、2013年に比べ529百万ポンド減少した。

この減少のうち、296百万ポンドは、GB&Mにおける経済的にヘッジされた外貨建て債券に係る外

国為替の不利な変動に起因するものである。さらに、保険契約及び投資契約に基づく負債に対

応するために保有する金融資産から発生する収益が減少したが、これは、2014年の投資からの

純利益が2013年の水準を下回ったことを反映している。これらの利益は、英国及びフランスの

株式市場が軟調であったことに起因する。 

この減少は、当行グループ自身の長期負債の公正価値における信用スプレッドに関連する17百

万ポンドの有利な変動により部分的に相殺された。これに対して2013年は、公正価値における

167百万ポンドの不利な変動であった。 

金融投資による純収益は、221百万ポンド増加した。これは、主に旧来のポートフォリオの売却

による純利益が増加したことに起因するが、GB&Mのバランスシート・マネジメント業務（特に

英国において）売却可能資産からの利益が減少したことで部分的に相殺された。 

正味保険料収入は、199百万ポンド（10％）減少した。この減少は、2013年の英国における独立

系ファイナンシャル・アドバイザーを通じた販売チャンネルからの事業の離脱を受けて取引金

額が減少したことが主な原因である。 

その他の営業収益は、概ね2013年と同水準であった。当行グループ内の資金調達取引の外部ヘ

ッジから発生する利益は、フランスのRBWMにおける有効な長期保険契約の現在価値（PVIF）の

減少により、ほとんど相殺された。 

正味支払保険金、支払給付金及び保険契約準備金の変動は712百万ポンド（24％）減少した。こ

の減少は、経済的ヘッジに係るトレーディング純損失及び契約金額の減少を反映している。さ
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らに、英国及びフランスにおいて、2013年との比較で2014年の株式市場が軟調に推移した際に

保険契約者が投資リスクを負うという契約条件において、保険契約の裏付けとして保有する資

産の投資利益が減少した。 

貸倒損失及びその他の信用リスク引当金は、522百万ポンド（54％）減少した。この減少は、ポ

ートフォリオの質の改善及び経済環境の改善を反映して、英国のCMBにおける個別評価引当金が

減少したことに起因する。英国のGB&Mでは、個別評価引当金の減少及び売却可能資産担保証券

に係る信用リスク引当金の正味取崩額の増加に起因し、貸倒損失が減少した。この減少は、当

行グループ全体の貸倒損失計算での一定の推定に修正があり、貸倒損失が増加したことにより

部分的に相殺された。RBWMでは、経済環境が改善する中、延滞率が低下したこと、また顧客が

クレジットカード残高及びローン残高を引き続き減少させていることから、貸倒損失が減少し

た。 

営業費用合計は、912百万ポンド（11％）増加した。これは主に、GB&Mにおける外国為替調査に

関連する和解及び引当金並びに英国における疾病給付金の支給基準の変更に関連して2013年に

発生した会計上の利益280百万ポンドが発生しなかったこと等、複数の重要な項目に起因してい

る。さらに、英国における金融サービス補償機構（FSCS）賦課金の認識時期並びに当行グルー

プ事業全体に関連する規制プログラム及びコンプライアンス関連費用が増大したことにより、

費用が増加した。 

費用の増加は、訴訟費用の減少により部分的に相殺された。顧客損害賠償引当金は、概ね2013

年の水準である。訴訟関連費用は、2013年に認識されたマドフ関連訴訟費用に関連して、2014

年に認識した保険金回収を反映した結果、365百万ポンド減少した。2013年と比較すると、損害

賠償引当金は、投資助言に係る損害賠償に関連する96百万ポンドの繰入れは含まないが、過年

度に行われた支払補償保険（PPI）契約の不適正販売の可能性に関する追加繰入れの見積額583

百万ポンド（2013年は483百万ポンド）及び金利保障商品に関連する175百万ポンド（2013年は

166百万ポンド）を含む。 

当行グループは、2014年を通じて、厳格な費用管理規律を維持し、組織効率改善計画の実施に

よる恩恵を享受した。2014年末現在の常勤従業員換算の従業員数は、2013年に比べて１％増加

した。これは主に、規制プログラム及びコンプライアンスに関連するイニシアチブの結果であ

るが、持続的なコスト削減プログラム及び事業の処分により部分的に相殺されている。 

2014年の法人所得税費用は合計564百万ポンドで、2013年は754百万ポンドであった。実効税率

は、2014年が28.9％で、2013年は22.9％であった。 

2014 年の 28.9％という実効税率は、英国法人税率の 21.5％より高くなっていたが、これは外国

為替調査に関連する損金不算入の処理及び引当金のためである。ただしこれは、以前は海外で

税目的で認識されていなかった損失の認識により相殺されている。 
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財政状態のレビュー 

12月31日現在における連結貸借対照表の要約 

単位 百万ポンド 

 2014年  2013年 

資産合計 797,289  811,695  

現金及び中央銀行預け金 42,853  67,584  

トレーディング資産 130,127  134,097  

公正価値評価の指定を受けた金融資産 6,899  16,661  

デリバティブ資産 187,736  137,239  

銀行に対する貸付金 25,262  23,013  

顧客に対する貸付金 257,252  273,722  

リバースレポ契約（非トレーディング） 41,945  61,525  

金融投資 76,194  75,030  

その他 29,021  22,824  

    

負債合計 760,591  778,776  

銀行からの預金 27,590  28,769  

顧客からの預金 346,507  346,358  

レポ契約（非トレーディング） 23,353  65,573  

トレーディング負債 82,600  91,842  

公正価値評価の指定を受けた金融負債 22,552  34,036  

デリバティブ負債 188,278  137,352  

発行済負債証券 27,921  32,895  

保険契約に基づく負債 17,522  19,228  

その他 24,268  22,723  

    

資本合計 36,698  32,919  

株主資本合計 36,078  32,370  

非支配持分 620  549  
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2014年の動向 

資産合計は797十億ポンドで、2013年12月31日現在と比べ２％低下している。 

顧客預金に対する顧客に対する貸付金の比率は、わずかに低下して74.2％（2013年は79.0％）

となり、当行グループは堅調かつ流動性の高いバランスシートを維持した。これは、顧客から

の預金が安定した水準を維持した一方で、顧客に対する貸付金が６％減少したことに起因する。 

当行グループの普通株式等Tier１資本比率は8.7％（2013年の中核的Tier１資本比率は12.1％）

であった。リスク加重資産は243,652百万ポンドで、CRD Ⅳへの移行を反映して2013年12月31日

現在より31％増加した。 

資産 

現金及び中央銀行預け金は、余剰流動性の減少を反映して37％減少した。 

トレーディング資産は、主にトレーディング目的で保有されているリバースレポが満期を迎え

たことに起因して３％減少した。新規のリバースレポ取引は、主に資金調達の目的である場合

は、現在「非トレーディング」として分類されている。この減少は、英国において、主にエク

イティ・ファイナンス事業において顧客活動が活発化したことにより、先物取引に係る株式ポ

ジションに上昇が見られ、持分証券の保有が増加したことにより部分的に相殺された。 

公正価値評価の指定を受けた金融資産は、59％減少した。これは主に、英国の保険事業におい

て年金商品の新規契約を中止する戦略的決定の一環としての英国における年金保険事業を売却

する決定を反映している。これらの資産は「売却目的保有」として分類され、「その他資産」

の一部として報告される。さらに、バック・ツー・バック仕組み取引の終了及び認識の中止が、

公正価値評価の指定を受けた金融資産の減少につながった。これに対応する減少が「公正価値

評価の指定を受けた金融負債」に報告されている。 

デリバティブ資産は、主に金利契約の公正価値の増加につながるイールドカーブのシフトがあ

ったため、37％増加した。さらに、外国為替契約の公正価値も、為替市場における外国為替の

有利な変動の結果として増加した。 

銀行に対する貸付金は、主に金融機関への貸付の増加により、10％増加した。 

顧客に対する貸付金は、６％減少した。これは、当行がペイメンツ・アンド・キャッシュ・マ

ネジメント事業におけるアプローチを全世界でより一貫性を有するよう調整した結果、従前金

利相殺契約の対象であった当座借越及び預金の残高を顧客が減少させたため、企業向け当座貸

越残高が減少したことによる。この減少は、特に下半期において、企業顧客及び法人顧客向け

の中長期貸付が増加したことにより部分的に相殺された。 

リバースレポ契約（非トレーディング）は、根拠となるリバースレポ取引の減少及びネッティ

ング水準の上昇により、32％減少した。 

金融投資は、前期比で大きな変動もなく同水準であった。 
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その他資産は、英国の年金保険事業が「売却目的保有」に再分類されたこと、貴金属事業を銀

行に移管したこと及び確定給付制度の剰余金が増加したことに起因して、27％増加した。 

負債 

銀行からの預金は、複数の銀行におけるマネーマーケット残高の減少を反映して４％減少した。 

顧客からの預金は、前年比で同水準に留まった。顧客が当座預金及び貯蓄預金に残高を保持す

ることを引き続き選好したことを反映したペイメンツ・アンド・キャッシュ・マネジメント事

業の成長及びRBWMの残高の増加は、従前金利相殺契約の対象であった預金残高の減少により相

殺された。 

レポ契約（非トレーディング）は、64％減少した。これは、満期を迎えたレポが、資金需要の

減少のために更新されなかったこと及びネッティング基準を満たすレポ取引数の増加を反映し

ている。 

トレーディング負債は、10％の減少であった。これは、債券のネット・ショート・ポジション

及び貸株のポジション並びにトレーディング目的で保有されている満期を迎えるレポが減少し

たためである。 

公正価値評価の指定を受けた金融負債は、34％減少した。これは主に、英国の年金保険事業を

「その他負債」の一部として報告される「売却目的保有」として再分類したことによる。さら

に、上記の通り、バック・ツー・バック仕組み取引の終了及び認識の中止が、公正価値評価の

指定を受けた金融負債の減少につながった。 

デリバティブ取引は、市場リスク限度内で管理されており、「デリバティブ負債」の値の増加

は、「デリバティブ資産」の増加にほぼ一致している。 

発行済負債性証券は、発行済負債証券の正味償還により、15％減少した。 

保険契約に基づく負債は、英国の年金保険事業売却合意の結果、９％減少した。 

その他負債は、７％増加した。これは主に、英国の年金保険事業を「売却目的保有」に再分類

したためであるが、劣後債務の正味償還により部分的に相殺された。 

資本 

株主資本合計は、11％増加した。これは主に、当年度中に新たな Tier１資本証券を発行したこ

と、また利益剰余金が増加したことに起因する。 
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業績と事業のレビュー 

税引前当期純利益 

単位 百万ポンド 

 2014年  2013年 

リテール・バンキング・アンド・ウェルス・マネジメント 213 1,177 

コマーシャル・バンキング 1,592 1,333 

グローバル・バンキング・アンド・マーケッツ (19) 1,023 

グローバル・プライベート・バンキング 115 140 

その他／セグメント間 52 (379)

 1,953 3,294 

 

当行及びその子会社の税引前当期純利益は 2013 年の水準を 1,341 百万ポンド（41％）下回り、

1,953 百万ポンドであった。 

CMB は 2014 年に大幅な増益を達成したが、RBWM、GB&M、GPB は減益となった。 

非GAAP財務指標の使用 

当行グループの経営成績は、IFRS に従って作成されている。事業業績の測定において、当行グ

ループが使用する主な財務指標は「調整後業績」であり、前年比ベースでの比較を歪ませる要

素を除外するため当行グループが報告する経営成績を基に作成されている。そのため、非 GAAP

財務指標と見なされる。 

調整後業績 

調整後業績は、報告する経営成績を、前年比ベースでの比較を歪ませる重要な項目の効果を調

整することで計算される。 

2014 年は、事業業績報告を、当行の業績の内部での見方と投資家からのフィードバックにより

整合させるよう修正した。当行グループは、「重要な項目」という用語を、調整後業績の計算

時に報告する経営成績から除外された個別の調整グループを集合的に記述するために使用して

いる。下記で詳細を述べる重要な項目は、経営陣及び投資家が、事業の根底にある傾向をより

良く理解するために、業績を評価する際に通常特定し個別に考慮する項目である。 

当行グループは、調整後業績によって、内部報告と外部報告の整合性をとり、経営陣が重要で

あると考える項目を特定かつ定量化し、経営陣が前年比ベースでの業績を評価する方法につい

ての考察を提供することで、投資家に対して有益な情報を提供するものと考えている。 

他に記載のない限り、以下の事業に係る説明は調整後数値にて行っており、表はすべて報告数

値であり、グラフは報告数値及び調整後数値の間の調整を表している。 
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事業セグメント別の重要な収益 

単位 百万ポンド 

 RBWM CMB GB&M GPB 
 

その他 
 

合計

2014 年 

長期負債の信用スプレッドの変動 – – –

 

–   

 

17  17

デリバティブ契約に係る負債評価調整 – – (143) –   –   (143)

非適格ヘッジの公正価値の変動 (155) 1 3 –   –   (151)

英国消費者信用法遵守状況の進行中の調査から発

生した引当金 (337) (16) – (26)  –   (379)

12 月 31 日に終了した年度 (492) (15) (140) (26)  17  (656)

 

2013 年 

長期負債の信用スプレッドの変動 – – –

 

–   

 

(167)  (167)

デリバティブ契約に係る負債評価調整 – – 45 –   –   45

非適格ヘッジの公正価値の変動 33 – (41) –   –   (8)

12 月 31 日に終了した年度 33 – 4 –   (167)  (130)

 

事業セグメント別の重要な費用項目 

単位 百万ポンド 

 RBWM CMB GB&M GPB 
 

その他 
 

合計

2014 年 

英国顧客損害賠償プログラム 602 85 90

 

–   

 

–   777

再編その他関連費用 15 8 14 –   35  72

マドフ関連訴訟費用 – – (172) –   –   (172)

外国為替調査に関連する和解及び引当金 – – 746 –   –   746

12 月 31 日に終了した年度 617 93 678 –   35  1,423

 

2013 年 

英国顧客損害賠償プログラム 610 91 84 2  –   787

再編その他関連費用 41 18 6 1  30  96

マドフ関連訴訟費用 – – 193 –   –   193

オペレーショナル・ロス(解散した企業) – (10) – –   –   (10)

疾病給付金の支給基準の変更に係る利益 (123) (104) (53) –   –   (280)

12 月 31 日に終了した年度 528 (5) 230 3  30  786

 

事業セグメント別の税引前当期純利益に係る正味影響額 

単位 百万ポンド 

 RBWM CMB GB&M GPB 
 

その他 
 

合計

2014 年     

税引前当期純利益(計上額) 213 1,592 (19) 115 52 1,953

控除：重要な収益項目 (492) (15) (140) (26) 17 (656)

加算：重要な費用項目 617 93 678 –  35 1,423

12 月 31 日に終了した年度の調整後税引前 

 当期純利益 1,322 1,700 799 141 70 4,032

損益(計上額)に係る正味影響額 1,109 108 818 26 18 2,079

 

2013 年   

税引前当期純利益(計上額) 1,177 1,333 1,023 140  (379)  3,294

控除：重要な収益項目 33 – 4 –   (167)  (130)

加算：重要な費用項目 528 (5) 230 3  30  786

12 月 31 日に終了した年度の調整後税引前 

 当期純利益 1,672 1,328 1,249 143  (182)  4,210

損益(計上額)に係る正味影響額 495 (5) 226 3  197  916
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主要なリスクと不確実性 

マクロ経済と地政学的リスク 

経済見通しと政府介入 

世界経済は、2014年も低成長であった。 

石油価格とコモディティ価格は、世界的な需給バランス不均衡の増大のため、2014年中盤から

大きく下落した。エネルギー価格のこのような短い期間における急落は、リスクの性質及び配

分の両方を変化させる。エネルギー輸出者にとっては財務及び資金調達の問題を激化させ、石

油輸入者にとっては恩恵がもたらされるものの、同時にデフレリスクが深刻化する場合もある

（特にユーロ圏において）。石油価格が長期にわたり低迷するとの予測によって、石油開発へ

の投資が縮小する可能性があり、そのため将来の石油供給が大幅に減少する危険性が生じる。 

ユーロ圏の景気回復は、依然としてリスクにさらされている。金融政策のさらなる緩和にもか

かわらず、石油価格低迷のためデフレ圧力が続いている。構造改革目標の加速もまた、短期で

はデフレ圧力を増す原因となる可能性がある。 

当行グループに対する潜在的影響 

・ 低金利又はマイナス金利、低インフレ率若しくはデフレ及び／又は石油価格の低迷の期間

が長引けば、当行グループの業績に悪影響が及ぶ可能性がある。 

軽減措置 

・ 当行グループは、主要市場の経済的展開を注意深く監視し、傾向を特定し、特定の顧客、

顧客セグメント又はポートフォリオへの影響を評価し、景気動向に応じて適切なリスク軽

減措置をとることができるよう万全を期している。 
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特定地域において高まる地政学的リスク 

当行グループの経営は、世界の多くの地域における政治不安及び市民暴動から生じるリスクに

さらされている。これらの政治不安や市民暴動は、地域の安定、欧州連合（EU）加盟国の安定、

地域経済及び世界経済により大きな影響を与える可能性がある。 

地政学的リスクは、2014年に増大した。ウクライナでの軍事行動の拡大及び／又は内戦の危険

性は残っており、一方でロシアの政府、機関、個人を対象とした制裁は、石油価格下落ととも

に、ロシア経済に悪影響を与えている。 

中東では、イラクとシリアの一部がテロリスト集団であるISILに占領されたことにより、シリ

アの内戦状況が複雑化している。中東の他の地域でも、リビアの混乱、現在も続くイスラエル

とパレスチナの緊張、イランの核開発問題に係る困難な交渉などが結びついて、安定に対する

リスクが増している。 

2014年に起きた、トルコを含む多くの国での社会不安やデモ行動については、政府が封じ込め

政策を行っており、このこともまた地政学的リスクに寄与している。 

新興市場、先進国市場の多くで2015年には選挙が行われ、さらなる市場ボラティリティにつな

がる可能性がある。さらに、石油価格低迷の継続により、重要な収入源として石油生産に極め

て依存している国の安定が影響を受ける可能性がある。 

当行グループに対する潜在的影響 

・ 当行グループの業績は、好ましくない政治動向、通貨変動、社会不安のほか、当行グルー

プが事業を行っている地域の政府による収用、認可、国際所有権、金利キャップ、外国通

貨移転及び税制等に関する政策変更がもたらす損失リスクによって変動する。 

・ 実際に紛争が起こった場合、当行グループの職員が危害を加えられ、当行グループ資産に

物理的損害が生じる可能性がある。 

軽減措置 

・ 当行グループは、大きなエクスポージャーを持つ国や実際に拠点を持つ国を中心に、地政

学的見通しを継続的に監視している。 

・ ソブリン・カウンターパーティの社内信用リスク格付では、このような見通しを判断要素

として採用し、当該国で事業を行う際の許容度を算出している。当行グループのリスク選

好度を反映し、リスクを適宜縮小するため、必要に応じ、カントリーリミットとエクスポ

ージャーを調整している。 

当行グループビジネスモデルのマクロ的健全性と法務リスク 

金融サービスを提供する企業は、資本及び流動性の管理、事業行為、業務構造、金融サービス

提供の誠実性などの分野を中心に、益々厳しく、費用のかかる規制上と監督上の要件に対応し

なければならない事態に直面している。金融機関に対する政府の干渉と管理は、業界全体に係
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るものも個別なものについても強化されたほか、システミック・リスクを軽減するための対策

がとられていることで、当行グループ事業の一部又はすべてにとって、局所的、地域的、世界

的に、市場の勢力図は大きく変化する可能性がある。これらの対策は、様々な国の規制制度に

対し、完全に平等に、しかし異なるタイムテーブルで、形式上の要件として導入される可能性

がある。 

当行グループのビジネスモデルと収益性に影響を与える規制上の展開 

規制上の変更は、当行グループの活動に影響を与える可能性がある。そのような変更とは、次

のようなものである。 

・ 英国のリテール銀行業務をホールセール銀行業務から分離すること（リングフェンス化）

を要求する英国2013年金融サービス（金融改革）法、米国で採択された法律及び規則（ド

ッド・フランク法に基づく2013年12月に採択されたボルカー・ルールを含む）で想定され

ているその他の事業活動の構造的分離、フランスで採択された一定の取引活動を制限する

措置並びにEUのより大きい規模の銀行の構造的措置に対する欧州委員会の提案に基づく今

後の潜在的な変更。 

・ 外国口座税務コンプライアンス法（FATCA）や、経済協力開発機構（OECD）がより一般的に

推し進めているような税務情報を共有するその他の関連するイニシアチブを含む、領域を

またぐ法律の施行。 

・ 資本市場の運営体制の変更。特に、ドッド・フランク法や欧州市場インフラ規制（EMIR）

に基づく、店頭（OTC）デリバティブに係る強制中央決済に関する変更。 

・ 組織の事業行為の方法に規制当局が益々注目していることから生じる変更。特に、顧客の

公正な対応、顧客の利益のために効率的な競争を推し進めることに関する変更（英国の個

人当座預金勘定及び中小企業銀行市場での競争に対し英国競争・市場局（CMA）が現在行っ

ている調査を含む）。 

・ 英国におけるホールセール金融市場の事業における変更を検討する、イングランド銀行に

より行われた公正かつ効率的な金融市場レビューの結果。 

・ CRD Ⅳと英国における規制に基づき課された報酬の構造に係る規制と、英国の上級経営陣

制度の要件を満たすための当行グループの詳細な経営責任に対するさらなる要求（企業文

化や、内部告発等の、より一般的な従業員の行動規範と義務に関連する、銀行基準に関す

る議会委員会の拡大提案の実施進捗に対し、英国では引き続き注目されていることを含

む。）。 

・ CRD Ⅳの実施、特に英国で適用される資本バッファーの枠組みと、第２の柱との関係。 

・ 英国の銀行に借入制限を課すためのより強い権限を金融政策委員会（FPC）に持たせるとい

う提案の影響。 
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・ 金融安定理事会（FSB）からの提案。国内規制の審議及び解釈の対象となるものだが、グロ

ーバルなシステム上重要な銀行（G-SIBs）に対し、総損失吸収能力（TLAC）として 低水

準の自己資本と劣後債務を維持することを求めるものである。 

・ 当行グループ及びその個別の事業体の破綻処理戦略に係る取決めから生じ、国によって異

なる影響を与える可能性のある要件。 

・ 監督当局による、継続的なストレス・テスト並びに当行グループ内の資本要件及び資本移

転に関する示唆。 

・ 抵当貸付及び無担保融資に関する、複数の国の規制当局による信用管理の厳格化。 

・ 金融取引税等、金融サービスを提供する企業に影響を及ぼす税金に関連する規制上のさら

なる変更に伴う継続的リスク。 

・ 反競争的取引慣行に対する法の施行にあたり、国単位及び欧州全体のレベルでの競争法執

行機関からの継続する注視（英国において、2015年４月１日付で金融行為規制機構及び支

払制度監督当局が初めて競争法執行機関となったことを含む。）。 

当行グループに対する潜在的影響 

・ OTCデリバティブの強制的な中央決済、EMIR、リングフェンス化及び類似する要件、ボルカ

ー・ルール、再建及び破綻処理計画、FATCA並びに競争に関する照会及び調査による事実認

定などの規制の変更案及び／又は実施は、当行グループの活動方法及びグループの構造に

影響を与える可能性がある。 

・ 資本水準の引き上げやTLACに係る要件により、当行グループの資本調達コストが増加し、

株主資本利益率が減少する可能性がある。 

・ OTCデリバティブの強制的な中央決済もまた、決済機関のメンバーである当行グループに新

しいリスクをもたらす。これは、当行グループが、中央決済機関が決済制度の加盟者及び

その顧客の債務不履行によって損失を被った場合、その損失を引き受けねばならないため

である。このため、中央決済は、決済制度の加盟者とクライアントの間に新しい相互関連

性をもたらすことから、当行グループは、この制度によってシステミック・リスクに対す

るエクスポージャーは減るよりもむしろ増えると考えている。 

・ 事業行為（インセンティブ構造、報酬、商品管理、販売手順等）及び経営陣の説明責任に

対する規制当局の監視の厳格化は、従業員の採用及び維持、リテール市場及びホールセー

ル市場両方の商品価格設定とともに収益性に影響が及ぶ可能性がある。当行グループの事

業はこれらの展開により影響を受ける可能性がある。 

・ 当行グループ及びその個別の事業体の再建及び破綻処理戦略に係る取決めから生じ、国に

よって異なる影響を与える可能性のある要件。 
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軽減措置 

・ 当行グループは、事業を営む国において政府及び規制機関と密接な関係を保ち、新規要件

が適切に検討され、効果的な方法で実施されることが可能となることを確実にすることに

役立てている。 

・ 当行グループは、企業行動管理に対する世界的なアプローチを展開し実施しており、当行

グループ全体で企業行動管理を監督するために、取締役会の小委員会として企業行為及び

企業価値委員会を設置した。 

・ 中央決済機関に関してガバナンスを強化しており、付随する流動性及び担保リスクを管理

するために専門家を指名した。 

・ 規制変更について現在進行している重要な議題に積極的に取り組むため、規制変更管理及

び要求される対策の実施に係るガバナンス並びにより一般的な資源の動員を引き続き強化

している。 

・ 競争法に関する意識を高め、その遵守を促すため、リスク軽減措置に係る包括的プログラ

ムを実施している。 

規制上のコミットメントと及び同意命令 

金融サービスを提供する企業は、事業の実施及び金融犯罪に関連して規制上の制裁措置又は罰

金というリスクを負っている。金融サービス企業を相手とする規制上の手続の数が増加傾向に

あり、規制当局の調査、制裁又は罰金を伴う問題から生ずる又はこれに関連する民事訴訟も結

果として増加している。 

さらに、主張される行為の中でもとりわけ、反マネーロンダリング（AML）及び制裁規制の違反、

独占禁止法違反、市場操作、脱税の幇助及び教唆、並びに国境を越えた無認可の銀行サービス

の提供等に対する金融機関の刑事訴追が、さほど珍しいものではなくなり、メディアからの関

心の増大並びに検察及び公衆の期待の高まりを受けて、その頻度を増す可能性がある。さらに、

特にメディアからの関心の増大や、規制当局及び公衆の期待の高まりの結果、金融サービスを

提供する企業は、多くの国・地域にわたり、類似するより幅広い法的手続、調査又は規制当局

の行動に直面する可能性がある。HSBC又は１社若しくは複数のその子会社に対する起訴若しく

は調査又は法的手続若しくは規制当局の行動が、著しい罰金、処罰及び／又は権利剥奪をもた

らす恐れがあり、主要な免許の喪失の可能性、特定事業からの撤退要求、預金者及び他のステ

ークホルダーからの資金引揚げ等、当行グループの業績、事業、財務状況、見通し及び評判に

重大な不利となる影響を及ぼす可能性がある。 

2012年12月、HSBCホールディングス・ピーエルシー（HSBCホールディングス）、HSBCノース・

アメリカ・ホールディングス・インク（HNAH）及びHSBCバンクUSAエヌエー（HSBCバンクUSA）

は、過去において米国銀行秘密保護法（BSA）、AML及び制裁法の遵守が不十分であることに関

し、米国及び英国の当局との間で合意を締結した。これらの合意のうち、HSBCホールディング

ス及びHSBCバンクUSAは、米国司法省（DoJ）、ニューヨーク州東部地区連邦検事局及びウエス

ト・バージニア州北部地区連邦検事局と５年間の起訴猶予合意（US DPA）を締結し、HSBCホー
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ルディングスは、ニューヨーク郡地方検事と２年間の起訴猶予合意（DANY DPA）を締結した。

HSBCホールディングスは排除措置命令に同意し、HSBCホールディング及びHNAHは米国連邦準備

制度理事会（FRB）の民事制裁金命令に同意した。また、HSBCホールディングスは、米国財務省

外国資産管理局（OFAC）と、OFAC制裁の対象となる当事者との過去の取引について合意し、さ

らに金融サービス機構（FSA）（金融行為規制機構ディレクション（FCAディレクション））に

対し、AML及び制裁要件に関連する将来の一定の義務を遵守することを約束した。HSBCバンク

USAはまた、米国通貨監督局（OCC）との間で締結した、グラム・リーチ・ブライリー法

（GLBA）に係る合意及びその他の同意命令に服する。 

DoJ、FCA及びFRBとの合意に基づき、独立監視人（FCAによる解釈では、金融サービス市場法セ

クション166に基づく「精通する者」）が、HSBCのAML及び制裁規制に対するコンプライアンス

機能の有効性並びに合意に基づく是正義務実施における進捗を定期的に評価している。 

HSBCはDANY DPAにより課せられた要件すべてを果たし、同合意は2014年12月において２年間の

期間満了時に終了した。HSBCホールディングス及びHSBCバンクUSAが、US DPAにより課せられた

要件すべてを果たした場合は、これら事業体に対するDoJの命令は、同合意の５年間の期間満了

時に解除される。HSBCホールディングス又はHSBCバンクUSAがUS DPAの条件に違反した場合、

DoJはUS DPAの対象となる事項に関連しHSBCホールディングス又はHSBCバンクUSAを起訴するこ

とができる。 

AMLと制裁規制とのコンプライアンス・プログラムを構築し改善するための著しい作業が依然と

して残っており、US DPAその他の和解合意は依然として有効であるが、DANY DPAの満了は当行

グループにとって重要なマイルストーンである。 

当行グループに対する潜在的影響 

・ 当行グループの事業に影響を与える規制上の手続の結果を予測することは困難である。不

都合な結果は、事業損失の発生や資金の引揚げ等、当行グループの評判、ブランド及び業

績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。 

・ 当行グループは、国際的な資金の移動や貿易の促進に深く関与しているため、金融犯罪の

リスク又は米国財務省外国資産管理局及びその他の規制当局に課された制限及び制裁を不

注意により違反するリスクにさらされている。 

・ 起訴猶予期間中のいずれかの時点でUS DPAに違反した場合、DoJは、US DPAの対象事項との

関連において、HSBCホールディングス又はHSBCバンクUSAを起訴することができる。 

・ AMLや制裁の是正計画の設計及び実行は複雑であり、人、システムその他のインフラストラ

クチャーへの多大な投資を必要とする。この複雑さが重大な履行リスクを生み出し、金融

犯罪リスクを効果的に管理し、AML及び制裁に対するコンプライアンス不備を時宜に即して

是正する当行グループの能力に影響を与える可能性がある。一方で、上記により、監視人

を満足させ、US DPA、FCAディレクション又はFRBの排除措置命令の条件を遵守するHSBCの

能力に影響を与える可能性があり、HSBCが将来的に追加的な是正措置を取る必要に迫られ

る可能性がある。 
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・ 同意命令又はGLBAに係る合意の要件を、これらにおいて明記された期間又はその他延長さ

れた場合は当該期間内に遵守することができなかった場合は、監督上の措置の対象となる

可能性がある。かかる措置は、HSBCの連結業績及び事業運営に重大な悪影響を及ぼす可能

性がある。 

軽減措置 

・ US DPA、FCAディレクション及びGLBAに係る合意の要件の多くに取り組むための措置は、す

でに実行されているか、関連規制当局と協議しながら進行中である。これらには、当行グ

ループの統制構造の簡素化、新しい指導者の任命によるガバナンスの強化、主要な方針の

修正並びに金融犯罪を発見、阻止及び防御するためのグローバル基準の実施が含まれる。

さらに、HSBCは過去数年にわたり、金融犯罪対策コンプライアンス及び規制コンプライア

ンス機能における支出と人員を大幅に増加させてきている。 

・ 2014年、当行グループは取引監視のための新たな世界戦略を採択した。全世界で標準化さ

れたAML調査プロセスが開発され、優先国から開始、実施されている。 

事業行為 

英国及びその他の国の規制当局は、顧客の公正な対応及び秩序ある透明な市場に関連する「行

為」に関連する事項に対する注意を引き続き深めている。例えば、販売プロセス及び販売イン

センティブ、金融商品及び投資の適切性、商品のガバナンス、従業員の活動及び説明責任、並

びにベンチマーク、インデックス、その他の金利設定プロセスに関する市場阻害行為のリスク、

幅広いトレーディング活動並びにより一般的な事業行為などに対する注意である。また、英国

では、金融市場における競争が効率的に機能しているかどうか、又は企業行為が不十分な市場

の結果に寄与していないかどうかに対する注目が高まっている。 

英国では、FCAが介入及び強制に関する既存の及び新しい権限を行使する頻度が増えている。か

かる権限には、過去に実施した取引の検討及び顧客補償の実施、スキーム又はその他の（潜在

的に重要な場合は）救済作業を是正する権限が含まれる。FCAはまた、消費者金融等、これまで

FCAによって規制されていなかった活動分野の規制を行っており、規制する市場における競争問

題を検討している。さらに、FCA及びその他の規制当局は、特定の金融機関に関し又は特定の金

融商品についてより一般的に、顧客の苦情に応じて、又は顧客への対応が不十分及び／若しく

は市場阻害行為があるとFCAが判断するものに対し、これまでにも増して対策を講じるようにな

っている。かかる規制当局の対策の事例としては、支払補償保険（PPI）、中小企業向け金利ヘ

ッジ商品及びウェルス・マネジメント商品の不適正販売の可能性に関連したものがある。 

当行グループは、そのほかにも、様々な国及び欧州の規制、競争及び執行の各当局による、ロ

ンドン銀行間取引金利（Libor）及び欧州銀行間取引金利（Euribor）の設定に関連して複数の

パネル銀行が過去に行った一定の申告及び申告を行うプロセスについて捜査及び調査を含む多

くの規制上の手続に引続き対象となっている。また、為替ベンチマーク及びクレジット・デフ

ォルト・スワップに関する調査も行われている。 
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当行グループに対する潜在的影響 

・ HSBCは罰金並びに／又は法的手続及び訴訟の対象となることを含めて、規制当局による譴

責又は制裁に直面する可能性がある。 

・ 英国及びその他の国の規制当局は、将来、当行グループに影響が及ぶ可能性のある金融業

界全体における金融商品の不正販売、市場行動その他の問題を特定する可能性がある。こ

れは、時として多額の費用若しくは負債及び／又は事業慣行の変更につながる可能性があ

る。また、英国における金融オンブズマン・サービス（又は外国の類似の機関）による決

定は、それが顧客のより広い層に適用される場合、当行グループの業績、財務状況及び将

来の展望に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。 

軽減措置 

・ 世界中の事業及び機能のすべてにおいて、事業行為の管理を強化するプログラムが進行し

ている。 

・ マネージャー及び従業員に対する業績管理の取決めが見直されており、価値を基準とした

行動及び良識ある行為に連動した報酬を重視している。 

・ 監視能力及びベンチマーク・レート設定プロセスの強化が現在行われており、HSBC及びそ

の子会社は、規制に関するすべての捜査及び調査に全面的に協力している。 

競争リスク 

欧州委員会及び欧州における他の国家レベルの競争関連当局は、反競争的慣行に対する法律の

実施に際し、引き続き金融分野を重視している。英国では、FCA及び支払制度監督当局が、2015

年４月１日付で初めてこれら法律の執行機関となることにより、監視の水準がさらに高まるこ

とが予想される。英国ではまた、これに次いで、ビザ及びマスターカード制度に基づく消費者

向けクレジットカード及びデビットカードのインターチェンジ手数料の水準に関する英国小売

業者による現在進行中の訴訟を含む、主張される競争法侵害に関連する私的損害賠償訴訟の増

加が予想される。 

英国ではまた、同国金融サービス市場において競争が消費者の利益のために効率的に機能して

いないとする懸念への、予防的調査の強化を規制当局が引き続き重視している。これまで当局

はリテールバンキング市場を主に注視していたが、2015年にはホールセール市場にも拡大され

ることが予期されている。拡大調査に今のところ含まれると見られる市場には、個人の当座預

金口座及び中小企業向け銀行業務、消費者向け預金口座、消費者向けクレジットカードが含ま

れる。 

当行グループに対する潜在的影響 

・ 反競争的契約に対する競争法違反が摘発され制裁を受けるリスクは引き続き高まっていく

ことが予想される。 

・ 競争の効率的な機能に関する規制当局の調査への対応は、引き続き資源に対する重大な負

担となる。規制当局はかかる調査に伴う変更を強制するために干渉する拡大権限を有して
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おり、金融業界の構造変化の強制（事業のすべて若しくは一部の処分の強制等）、価格若

しくは料金に関する規制の導入又はビジネスモデル若しくは事業行為にその他の変更を強

制するところまで概ね拡大する可能性がある。 

軽減措置 

・ 競争法に関する意識を高め、その遵守を促すため、リスク軽減措置に係る包括的プログラ

ムを実施している。 

・ HSBC及びその子会社は、規制に関するすべての捜査及び調査に協力している。 

紛争リスク 

HSBCは、多くの国や地域において通常の事業運営から生じる法的手続及び規制事項の当事者で

ある。 

当行グループに対する潜在的影響 

・ 紛争リスクは、財務的損失をもたらし、評判を著しく損なう可能性があり、顧客及び投資

家の信頼に悪影響を及ぼす可能性がある。 

軽減措置 

・ 将来における訴訟又は規制当局の強制行動に対するエクスポージャーを制限するため、新

たに現れる規制及び法律の傾向の特定に引き続き注力している。 

・ 金融犯罪及び規制コンプライアンスの管理並びにその資源を強化している。 

事業活動、ガバナンス及び内部統制システムに関するリスク 

高まる履行リスク 

現在、金融サービス業界は前例のない監視の時期に直面している。規制当局からの要求、法律

事項及び事業イニシアチブはすべて、実行するために著しい時間及び資源を必要とする。これ

らの要求に対応するために必要となるHSBC内におけるプロジェクトの規模及び複雑さは、履行

リスクを高めている。当行グループ戦略に従った数多くの処分をグループ全体で実施すること

についてのリスクも引続き高まっている。 

当行グループに対する潜在的影響 

・ これらの要素は、当行グループ戦略的優先課題の成功に影響を及ぼす可能性がある。 

・ 処分の潜在的リスクには、規制上の違反、抗議行動、重要な人材の喪失、事業の変革の際

のシステム及びプロセスの中断が含まれる。これらは、財務及び評判双方に影響を与える

可能性がある。 
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軽減措置 

・ 当行グループは、重要なプロジェクトに関する優先性及びガバナンス・プロセスを強化し、

プロジェクト実施及びIT能力に投資をしている。 

・ 組織変更及び処分に関連するリスクは、経営陣による厳格な監視の対象となっている。 

人的リスク 

当行グループの人的資本に対する要求は、前例のないものである。しばしば域外に適用され、

変化し続ける規制改革プログラムから生じる累積作業量は、人的資源を大量に消費するため、

専門家が不足し、グローバルで流動する労働力に対する複雑かつ相反する需要を益々高めてい

る。 

当行グループに対する潜在的影響 

・ CRD Ⅳに基づく新たな規制から生じた報酬方針及び慣行における変更は、EUを本拠地とす

る銀行の従業員すべてに世界中で適用される。「重大なリスクを負う従業員」（金融機関

のリスク・プロファイルに重大な影響を有すると特定された従業員）に支払われうる変動

報酬に上限を適用することが重要な変更である。HSBCは全世界的な事業として、著しく多

く数の重大なリスクを負う従業員がEU外を拠点としているという事実に鑑みると、上記は

HSBCにとって著しく困難な課題となる。 

・ PRAが公表した方針文書により報酬規程が拡大され、PRAに認可された企業はすべて、2015

年１月１日から、変動報酬を受取る重大なリスクを負う従業員に対し、付与された／支払

われた変動報酬にクローバック条項をグループ全体で適用することが要求される。 

・ 英国のPRA及びFCAが導入した、上級経営陣及び認証制度並びに関連する行動規範（詳細は

現在協議中）により、上級職員及びより下位の職員いずれについての説明責任及び行動に

ついて、より明確に期待される要件が設定される。しかしながら現時点では、これらの制

度の持つ正確な影響については多くの不確定要素がある（より上級の職員、英国外に拠点

を有する職員及び非執行取締役について等）。 

・ 当行グループ戦略を支えるための組織変更の実施が、潜在的に従業員の離職率を高めるこ

とにつながる。 

軽減措置 

・ 新たなCRD Ⅳ規制に基づく報酬の変更は、報酬基準全体での当行グループの競争力を維持

し、重要な人材の保持を確保するため、報酬方針（特に固定報酬及び変動報酬のバラン

ス）の見直しを余儀なくさせた。 

・ 組織変更及び処分に関連するリスクは、経営陣による厳格な監視の対象となっている。 

・ HSBCは、金融犯罪対策コンプライアンス、規制コンプライアンス及びストレス・テストの

専門家資源の水準を引き続き増加させるとともに、規制当局が新たな規制を 終化させる

際に引き続き規制当局に関わっていく。 
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インターネットによる犯罪と詐欺 

顧客がインターネット及びモバイル・サービスの利用を拡大していることから、HSBCは詐欺及

び犯罪活動に益々さらされるようになっている。さらに、当行グループは、プロセス又は手続

の機能停止及びシステムの不具合又は利用停止のリスクに直面しており、加えて、インターネ

ット犯罪及びテロ行為等の当行グループが完全に又は部分的に支配の及ばない事象により、事

業が混乱する可能性がある。 

当行グループに対する潜在的影響 

・ インターネット犯罪は、財務的損失並びに／又は顧客情報及び機密情報への不正アクセス

をもたらす可能性がある。また、顧客にサービスを提供する機会を失う可能性がある。当

行グループ及び顧客が外部の供給業者又は販売業者からのサービスの提供に依存している

場合にも、同様の脅威が存在する。 

軽減措置 

・ 当行グループは、かかる脅威の変化と並行して継続的に評価を行い、リスクを低減するた

めに管理手段を適用している。 

・ 当行グループは、詐欺による損失発生の可能性を低減するため、監視を強化することで防

衛措置を高め、「２要素認証」等の追加的な管理を実施している。 

情報セキュリティ・リスク 

当行グループの情報インフラ及び技術インフラのセキュリティは、顧客及びHSBCのブランドを

保護するだけでなく、当行グループの銀行業務のアプリケーション及びプロセスを維持するた

めに極めて重要である。HSBC及びその他の多国籍組織は、引き続きサイバー攻撃の対象となっ

ており、これにより、外部に対する当行グループのウェブサイトの利用を含むサービスを妨害

し、組織の情報及び顧客情報が不正にアクセスされ、又はセキュリティの脆弱性を露わにする

可能性がある。 

当行グループに対する潜在的影響 

・ 情報セキュリティ・リスクは、財務的損失をもたらし、評判を著しく損なう可能性があり、

顧客及び投資家の信頼に悪影響を及ぼす可能性がある。顧客情報の紛失もまた、規制上の

違反につながる可能性があり、罰金及び制裁金が発生する可能性がある。 

軽減措置 

・ 当行グループは、要件に関する従業員の意識を高める研修を増やし、当行グループの情報

及び技術的インフラを防御する多層的管理を強化し、潜在的なサイバー攻撃に対する監視

及び管理を強め、継続的な脆弱性評価を行う等、かかるリスクに対する大幅な投資を行っ

ている。 
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データ管理 

HSBCは、規制上及びその他の報告要件の量、精度、頻度及び規模に適した明確なデータ戦略を

有していなければならない。さらに、G-SIBとして、HSBCはバーゼル銀行監督委員会（バーゼル

委員会）がその文書の中で定めた実効的なリスクデータ集計及びリスク報告に関する諸原則を

遵守することが要求される。 

当行グループに対する潜在的影響 

・ 非実効的なデータ管理により、完全、正確かつ一貫性のあるデータを集計し、規制当局、

投資家及び上級経営陣に時宜に即して報告する当行グループの能力に悪影響を及ぼす可能

性がある。 

・ バーゼル委員会のデータに関する義務を、要求される期限までに満たすことを怠った金融

機関は、監督上の措置に直面する可能性がある。 

軽減措置 

・ HSBCは、2012年にデータ戦略役員会を設立してから、一貫性のあるデータの集計、報告及

び管理を行うことができるよう、当行グループのデータ戦略を定め、当行グループレベル

での原則、標準及び方針を定めている。 

・ 当行グループのデータ戦略を実施するための主要な取組み及びプロジェクト、並びにバー

ゼル委員会のデータに関する義務を満たすための作業が、現在進められている。 

モデル・リスク 

HSBCは、規制上及び経済上の資本計算、ストレス・テスト、信用供与、価格設定及び財務報告

を含む事業の運営上の様々な目的においてモデルを使用している。モデル・リスクは、不適切

なモデル結果及び報告に基づいた決定又はかかる情報の目的外での使用が、不利な結果をもた

らす可能性を表す。モデル・リスクは、モデルが不適切な開発、実施若しくは使用がなされた

場合、又は経営陣がモデル結果を誤解し、不適切な行動を取ることから生じ得る。銀行が規制

上の自己資本計算に内部モデルを使用することについて、規制環境や監督当局が懸念を持って

いることが、さらにモデル・リスクに寄与している。 

当行グループに対する潜在的影響 

・ 当行グループは、モデルの限界又は失敗により、追加的に資本を保有する必要に迫られる

可能性がある。 

・ 規制上の自己資本計算において銀行が使用する内部モデル及び仮定に対し監督当局が懸念

を持っていることが、リスクウェイト及びデフォルト時損失率フロアを課すことにつなが

っている。このような変更は、当行グループの自己資本要件の増加をもたらし、及び／又

は不安定さを増す可能性がある。 
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軽減措置 

・ 当行グループは、モデルの開発、使用及び検証に対する適切なガバナンスとともに、独立

した審査、監視及びフィードバックにより、モデル・リスクを低減している。 
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事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 

 

１ 事業内容の概要 
 

商品及びサービス 

当行グループは、その活動を、リテール・バンキング・アンド・ウェルス・マネジメント

（RBWM）、コマーシャル・バンキング（CMB）、グローバル・バンキング・アンド・マーケッツ

（GB&M）及びグローバル・プライベート・バンキング（GPB）の４つの事業セグメントに分けて

いる。 

これらは、収益性及び効率性に重点を置いた事業計画の当行グループ全体にわたる一貫した展

開、実施及び管理に対する責任を負う。さらに、これらは地理的地域と連係してそれぞれの戦

略をHSBCグループの戦略目標の範囲内に定め、各事業に係る計画を指導する責任を有し、損益

業績について説明責任を負い、人員を管理している。 

リテール・バンキング・アンド・ウェルス・マネジメント 

商品及びサービス 

RBWMは、顧客が日々の資金を管理し、将来に備えて貯蓄をすることができるよう、預金の受け

入れ及び銀行取引サービスを提供している。当行グループは、顧客の短期または長期の借入ニ

ーズに合わせて顧客を支援するための融資枠を提供している。また、財務アドバイザリー、仲

介、保険、投資サービスなどの業務を行い、金融先物取引の管理と保護のためのサービスを提

供している。 

当行グループは、特定の顧客層のニーズに合わせて設計した商品を展開しており、これには

様々なサービス及び販売経路が含まれている。 

顧客 

RBWMは、欧州において17.5百万人弱の顧客に対してサービスを提供している。当行グループは、

当行グループの顧客と、かかる顧客がその人生において次の段階に進むごとにその状況に合わ

せ、多様な目標、願望及び向上心に適切な商品及びサービスを提供し、生涯にわたる取引関係

を構築することに尽力している。当行グループは、一部の顧客が財務上の困難に直面している

ことを認識しており、これらの場合、かかる困難な時期を支えるために当行グループは寛容、

公正でありかつ理解を示すことを心がけている。当行グループは、当行におけるすべての活動

の中心に顧客を据えている。当行グループは、常にリサーチを行い、顧客が当行グループのサ

ービスに対して、便利に、安全に、かつ確実にアクセスが可能となるよう当行グループの資源

を投入する。当行グループは、顧客のニーズに合った商品を、顧客と株主間において公正な価

値を表す価格にて販売することを確保するための取組みを行い、さらに、売上高に定型的に連

動させる方式ではなく、顧客のニーズに対する満足度を評価することを重視した新しいインセ

ンティブ・プログラムを導入した。 

当行グループは、特定の国において顧客満足度をリテール・バンキング顧客を対象とした独立

した市場調査を通じて測定しており、業績を評価するために顧客推奨度指数を算定している。

これは、各市場における競合する銀行他社の平均スコアを指標としており、当行グループは、

各事業について競合する銀行他社に対応した目標を設定する。当行グループは、当行グループ

が営業する市場全体にわたり継続的に向上していくことを予想している。当社は、顧客からの

苦情を速やかにかつ公正に取り扱うことを目標としており、当行グループのさらなるサービス

向上のために苦情の傾向を注視している。 
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コマーシャル・バンキング 

商品及びサービス 

CMBは、顧客がその事業を国内外において管理し、成長させることを可能とするために幅広い銀

行及び金融サービスを提供している。当行グループは、顧客と市場をつなぎ、地理的及びグロ

ーバル事業間の双方においてHSBCグループ全体の協力関係を緊密にすることで、国際貿易金融

及び企業向け金融の分野の最大手金融機関として認められることを目指している。グローバル

な運営モデルは、透明性を高め、一貫性を可能とし、効率性を向上させ、当行グループの顧客

のため正しい結果を導き出すことを確保する。 

HSBCは、人民元の取引通貨としての発展を主導しており、50を超える市場において人民元を利

用可能としている。 

当行グループの商品、サービス及び販売経路の範囲は、特定の顧客層のニーズを満足するよう

設計されている。 

顧客 

当行グループは、CMB内において３つの異なるセグメント（ビジネス・バンキング部門、中堅企

業部門及び大企業部門）を展開することにより当行グループの顧客のニーズ及び複雑さに合わ

せて事業を再編している。 

・ ビジネス・バンキング部門は、現在、ニーズを基準とした２つの異なるサービス提供モデ

ル（より複雑なニーズのある顧客に重点を置いたリレーションシップ・マネジャー及びよ

り簡素かつ通常の商品及びサービスを求める顧客を対象としたポートフォリオ管理）を有

している。 

・ 当行グループは、中堅企業部門顧客に対する重点度を高めており、母国市場及び優先市場

にわたり強化したリレーションシップ・マネジメントを提供するために当行グループの組

織及び資源を再編している。 

・ 一般的に複雑かつ多国間ニーズを有する当行グループの大企業部門顧客のために、他のグ

ローバル事業と連係することが可能なグローバルで管理する上級対応チームを提供してい

る。 

当行グループの事業の中心に顧客を据えることを確保するために、顧客からの評価及び顧客と

のかかわりを重視している。当行グループの「クライアント・エンゲージメント・プログラ

ム」は、15の市場におけるグローバルな調査であり、当行グループの顧客に対する理解を深め、

さらに顧客との関係強化を企図したものであり、６年目を迎えている。かかる取組みにより、

顧客洞察力ための他のプログラムと併せて、当行グループが顧客の重要な事業問題を特定する

ことができ、その結果、顧客のニーズにより適合したソリューションやサービスを提供するこ

とができる。 

信用のある顧客との長期取引関係を構築することが、当行グループの成長戦略及び組織的価値

の中核となる。 



 - 66 -

グローバル・バンキング・アンド・マーケッツ 

商品及びサービス 

GB&Mは、８つの顧客対面業務にわたり組織されたホールセール資本市場業務及び銀行取引サー

ビスを提供している。 

上記に加えて、バランスシート・マネジメント事業部は、当行グループのために流動性及び資

金調達を管理する責任を負う。その他、構造的金利ポジションをマーケッツ事業部の限度額の

範囲内で管理している。 

顧客 

GB&Mは、世界中の主要な政府、企業及び機関顧客のために、目的に合わせた財務ソリューショ

ンを提供している。GB&Mは、地域的な動きを監視しながらグローバル事業を管理するという手

法を用い、顧客の財務上の要求及び戦略的目標を十分に理解するための長期的リレーションシ

ップ・マネジメントの取り組みを実施している。 

クライアント・カバレッジは、バンキング事業に集中している。同事業は、セクター別、地域

別及び国別に組織されたリレーションシップ・マネジャーを有し、顧客のニーズを把握した上

で、当行グループの幅広い商品対応力を結集して、当行グループの広範囲に及ぶグローバルな

ネットワークを活用して総合的なソリューションを提供するよう努めている。 

当行グループの目標は、当行グループの優先顧客の「上位５行」に入ることである。当行グル

ープは、顧客のニーズに対応するために、個別の顧客に合ったソリューションを開発するにあ

たり、金融商品の専門家と協働するクライアント・カバレッジ・チームを当行グループの地理

的ネットワーク全体に配し、かかる目標を達成することに尽力している。当行グループのクラ

イアント・カバレッジ及び商品チームは、固有の顧客リレーションシップ・マネジャーの基盤

及び包括的な顧客計画プロセスに支えられている。当行グループのチームは、グローバルでよ

り良い顧客関係を構築するため、顧客を国際的な成長機会とつなげる当行グループの能力を促

進するこれらの基盤を活用している。 

グローバル・プライベート・バンキング 

商品及びサービス 

HSBCグループの長所及び市場で調達した最適な金融商品を利用し、当行グループは、顧客と協

力しながら、顧客が現在と将来のために、財産を増やし、管理し、守るためのソリューション

を提供している。当行グループの商品及びサービスには、プライベート・バンキング事業、投

資管理事業及びプライベート・ウェルス・ソリューション事業が含まれる。 

顧客 

GPBは、当行グループの母国市場及び優先市場における富裕層及び超富裕層個人並びにその家族

のニーズに対応するサービスを提供する。 

これらの幅広いセグメントにおいて、GPBはHSBCグループのグローバルな優先顧客（当行グルー

プの最も重要なグループ取引関係並びに当行グループのプライベート・バンキングに係る提案

やCMB及びGB&Mが提供するサービスの便益を受けるその他の顧客）の対応に専念するチームを有

している。当行グループの目標は、これらの顧客とグループ全体にわたってつながりを構築し、

そのつながりを高め、顧客のニーズに対応するためにすべてのグローバル事業において堅固な

取引関係を構築することにある。当行グループは、HSBCのコマーシャル・バンキング部門の実
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績を足掛かりにして、富裕層の事業主向けの主要なプライベート・バンクとなることを目指し

ている。 

リレーションシップ・マネジャーは、当行グループ顧客の専用窓口であり、個々のニーズに特

化したサービスを提供している。これらのリレーションシップ・マネジャーは、家族、事業、

ライフスタイル及び望み等を含めた顧客についての理解を徹底して深めることに尽力し、最良

の財務戦略を構築することを補佐するための能力を備えた専門家を紹介する。専門家には、以

下が含まれる。 

・ 顧客の投資及びリスク選好度に沿った投資提案を協議する投資アドバイザー、 

・ 複雑な流動性及び貸付要件に係る専門知識を提供する与信アドバイザー、 

・ 現在及び将来の世代のための財産管理を設計し、当該管理体制を実施する知識及び専門性

を有する財産プランナー 

デジタル基盤の利用は、自発的な顧客からの強い要望に沿って成長を続けている。これらの基

盤は、顧客が口座情報にアクセスし、投資リサーチ及びオンラインによる取引を直接行うこと

を可能とする。当行グループは、顧客の進化し続ける期待及びニーズをより満足するために、

引き続きデジタル・システムに対する投資を行う。 

 

HSBCバンク・ピーエルシーの主要な子会社（2014年12月31日現在） 

 

設立国又は登録国 

株式資本における

HSBCバンク・ピーエ

ルシーの持分 

(％) 

HSBCフランス フランス 99.99 

HSBCアセット・ファイナンス(英国)リミテッド 英国 100.00 

HSBCバンク・エーエス トルコ 100.00 

HSBCバンク・インターナショナル・リミテッド ジャージー島 100.00 

HSBCバンク・マルタ・ピーエルシー マルタ 70.03 

HSBCインボイス・ファイナンス(英国)リミテッド 英国 100.00 

HSBCライフ(英国)リミテッド 英国 100.00 

HSBCプライベート・バンク(英国)リミテッド 英国 100.00 

HSBCプライベート・バンク(ケイマン諸島)リミテッド ガーンジー島 100.00 

HSBCトリンカウス・アンド・ブルクハルト・アーゲー ドイツ 80.65 

HSBCトラスト・カンパニー(英国)リミテッド 英国 100.00 

マークス・アンド・スペンサー・リテール・フィナンシャ

ル・サービシズ・ホールディングス・リミテッド 英国 100.00 
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組織図 
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（注） 中間持株会社は、必ずしもすべて掲載されているわけではない。 
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２ 主要な経営指標等の推移 

 

当行グループの財務ハイライト 

 2014年 2013年

年間(百万ポンド)  

税引前当期純利益(報告数値) 1,953 3,294

営業収益合計 14,202 15,868

正味営業収益(貸倒損失及びその他の信用リスク引当金控除前) 11,886 12,840

親会社株主に帰属する利益 1,354 2,495

期末(百万ポンド)  

親会社の株主に帰属する株式資本合計 36,078 32,370

リスク加重資産１ 243,652 185,879

顧客に対する貸付金(貸倒損失引当金控除後) 257,252 273,722

顧客からの預金 346,507 346,358

自己資本比率１(％)  

普通株式等 Tier１資本比率／中核的 Tier １資本比率 8.7 12.1

Tier １比率 10.3 13.0

総資本比率 13.8 18.0

業績レシオ(％)  

リスク調整後収益増加率２ (3.6) 5.6

親会社の平均株主資本利益率３ 4.2 7.9

平均総資産の税引後利益率 0.2 0.3

平均リスク加重資産税引前利益率 0.8 1.7

配当支払比率４ 69.7 48.7

クレジット・カバレッジ・レシオ(％)  

営業収益合計に対する貸倒損失の比率 3.2 6.1

顧客に対する平均貸付総額に対する貸倒損失の比率 0.2 0.4

効率性比率及び収益構成比率(％)  

費用対効果比率(報告数値)５ 79.8 66.8

営業収益合計に対する比率  

-正味受取利息 46.7 43.9

-正味受取手数料 23.0 21.0

-トレーディング純収益 11.3 15.0

財務比率(％)  

顧客からの預金に対する顧客に対する貸付金の比率 74.2 79.0

平均総資産に対する平均総株主資本の比率 4.2 3.8

１ 今期のリスク加重資産及び比率は、CRD Ⅳ規則を基準としている。比較可能な期間のリスク加重資産及び比率は、CRD Ⅲ自己資

本規則を基準としている。 

２ リスク調整後収益増加率は、貸倒損失及びその他の信用リスク引当金控除後の正味営業収益計上額の前年比変動率として測定さ

れている。 

３ 平均総株主資本利益率は、親会社株主に帰属する利益を株主資本合計の平均で除したものと定義されている。 

４ １株当たりの基礎的な利益の割合として表示された、当該年度について、又は当該年度において宣言された普通株式１株当たり

の配当である。 

５ 費用対効果比率は、営業費用合計を正味営業収益(貸倒損失及びその他の信用リスク引当金控除前)で除したものと定義されてい

る。 
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